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「経済危機対策」 

 

第１章  経済危機克服の道筋 

１．「2 つの危機」に直面する日本経済 
①「短期的な危機」（「底割れ」のリスク） 

深刻度を増す「世界金融危機」と戦後最大の「世界同時不況」の中

で、わが国経済もまた、輸出市場の急激な収縮に直面するとともに、金

融環境も厳しいものとなっている。 

輸出急減とグローバル企業の在庫調整が重なることで、国内生産水

準が「つるべ落とし」のように低下し、雇用情勢や、国民全体の消費マ

インドにも深刻な影響が及んでいる。この事態を受けて国際機関も 09

年のわが国の成長率が主要先進国の1.5倍以上のマイナス幅になると

見込んでいる。 

こうした中で、実体経済の悪化が金融の一層の不安定化を招き、そ

れが、さらなる実体経済の悪化を招くといった事態、すなわち、経済の

「底割れ」のリスクが急速に高まりつつある。 

また、経済の収縮による悪影響が、一部の中小企業、地域経済や非

正規労働者等の「社会的弱者」にしわ寄せされる形で現れ、社会全体

の不安心理の高まりが、「底割れ」のリスクをさらに助長する懸念も生じ

ている。 
 ②「構造的な危機」（世界経済の「大調整」への対応） 

わが国経済が直面するのは、経済の「底割れ」という「短期的な危

機」だけではない。 

世界経済の「大調整」が避けられない中で、わが国経済は、「構造的

な危機」にも直面している。 

過去 10 余年間にわたり、世界経済は、貿易黒字国と赤字国間のグ
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ローバルな不均衡の拡大と赤字国における過剰信用・過剰消費の中

で高成長を続けてきた。今回の金融・経済危機は、これまで続いてき

たこうした構造を崩壊させ、新たな均衡を模索する世界経済の「大調

整」を不可避のものとしつつある。また、危機から回復した後の世界経

済を展望すれば、低炭素や健康長寿といった共通の課題への対応が

更に重要性を増しているものと考えられる。 

バブル崩壊後の日本経済は、世界全体の高成長を前提に、輸出主

導の「単発エンジン型」の景気回復をしてきた。しかしながら、その前

提となる構造が崩れ、世界経済の「大調整」が進まざるを得ない中で、

ひとりわが国が、旧来型品目の輸出に依存した成長軌道への復帰を

期待するのは最早、現実的ではない。 

また、金融資本市場では、外国人投資家の比重が高いことから、そ

の動向がこれまで株式市場や不動産市場に大きな影響を及ぼしてき

た。持続的な成長を支える基盤となるために、金融構造の大胆な変革

が迫られている。 

今回の世界の金融･経済危機は、日本経済が潜在的に抱えてきた

構造的な脆弱性を、現実の「構造的な危機」としてわが国に突きつける

ものであると捉えなければならない。 
 

２．危機克服の基本方針 

この「２つの危機」を克服するため、以下の３つを基本方針として、政

策展開を行う。 

【基本方針１：国民一体となった対応】 

今回の危機は、その深刻さと大きさにおいて石油危機を上回る可能

性が高く、その克服に当たっては、国民の総力を挙げた協力と挑戦が

不可欠である。 

このため、国民各層の協力と挑戦を最重視し、 
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ⅰ）危機の実情を迅速かつ率直に国民に伝えるとともに、真摯に各

界の提案をうかがう。 

ⅱ）危機克服の方針と向かう方向を明示し、国民各界各層の総力を

挙げた対応を機会ある毎に呼びかける。 

ⅲ）緊密な国際協調の下で、政策手段を総動員し、国民各層の不

安と痛みの軽減、挑戦の後押しに全力を尽くす。 
 【基本方針２：経済局面に応じた対応】 

世界経済全体についての今後の見通し（注）を前提にすると、当面

の日本経済の先行きとして以下の３つの経済局面が想定される。０８年

度補正予算や０９年度当初予算の速やかな執行や景気回復に向けた

国際政策協調に加え、それぞれの局面に対応した施策を着実に実行

することにより、１０年度までに経済状況を好転させると同時に、わが国

の経済・産業構造を変革していく。その際、財政の持続可能性を確保

することに留意する。 
                （注）IMF、OECD など 

ⅰ）底割れ回避を最優先する局面（０９年度後半ごろまで）(※) 

「底割れ」を防ぎ、金融危機と実体経済悪化のスパイラル的増

幅を断ち切るための緊急措置を大胆に展開する。極めて切迫し

た事態においては、平時の経済原則・政策原則からの乖離をも辞

さない覚悟で事に臨む。最重点分野は、雇用、金融、社会的弱者

対策などである。 

ⅱ）底入れ･反転を確実にする局面 

（０９年度後半から１０年度後半ごろまで）(※) 

成長力を高めるインフラ投資や、国民の安心を確保しつつ民需

を誘発する効果の高い施策、輸出依存に偏った経済・産業構造

の転換促進のための施策を最優先する。 

ⅲ）新たな成長軌道に乗っていく局面 （１０年度後半ごろ以降）(※) 
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世界経済の「新たな均衡」を先取りし、低炭素、健康長寿など世

界が直面する共通課題への「解決力」を原動力として、内需と輸

出の双発エンジンによってバランス良く成長する経済（「新たな双

発エンジン型経済」）を実現する。そのためには、リスクを伴う種々

の「挑戦」に対して、資金・人材・技術を内外から集めることを促進

する施策が重要である。 

（※）これらの想定される期間は、目安であり、様々な経済条件等により大きく変動しうる。 

 【基本方針３：多年度を視野に入れた包括的な対応】 
わが国経済の「底割れ」のリスクと世界経済の「大調整」への対応と

いう、今回の危機の「二面性」や、政策実現・効果発揮までの「タイムラ

グ」に鑑み、０８年度を含む３年以内の景気回復という政府方針の実現

に向けた施策にとどまらず、以上３つの局面それぞれに対応した施策

のすべてをまとめた包括的な本「危機対策」を早期に実行する。 

その際、以下の点に配意する。 

ⅰ）多年度を視野に入れた対策とし、民間投資や人的投資、研究

開発投資などが計画的に促進されるようにする。 

ⅱ) 世界の不測の事態にも柔軟に対応できるように、特に、緊急

対策については、ある程度の自由度をもたせる。 

ⅲ) わが国の強みを発揮すれば明るい未来が開けることを国民

各層と共有すべく、「危機対策」と並行して、今月中に新たな

「成長戦略」を取りまとめる。 
 

対策に盛り込まれる各施策は、 

・ 重点化されたもの(Targeted)～複数のメリット・効果の最大化～ 

・ 時宜を得たもの(Timely)～迅速執行・早期の効果発現～ 

・ 時限的なもの(Temporary)～一時的な措置～ 

という観点から、経済の下支えに必要なものや将来の成長力を高める

ものなどを厳選（賢明な支出（Ｗｉｓｅ Ｓｐｅｎｄｉｎｇ））し、優先順位を明ら
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かにして果断な実施を図る。これにより、民需の自律的回復を促進す

るとともに、財政の持続可能性との整合性を確保する。 

  財政の持続可能性を確保する観点から、累次の経済対策として実

施される措置を踏まえ、「中期プログラム」（平成20 年12 月24 日）につ

いて、必要な改訂を早急に行うこととする。 
 

３．対策の規模と効果 

本対策の規模については、内需下支えによる「底割れ」の防止、

財政出動に関する国際協調の実践、予想される失業率悪化への対

処、民需主導経済への円滑な移行などを考慮し、多年度による対

応も視野に入れ、補正予算により、国費 15.4 兆円程度（事業費 56.8
兆円程度）の対応を行う。 
 施策の実行にあたっては、財政出動による乗数効果が十分発揮

されることが重要である。 

本対策の総合的な経済効果としては、平成 21 年度実質 GDP 成

長率の２％程度の押上げ、また、需要拡大による 40～50 万人程度

（１年間）の雇用創出が期待される。1 2 
なお、世界の金融システム安定化及び海外経済の動向にはきわ

めて高い不確実性があることに留意する必要がある。 

                                            
 
1雇用維持等の雇用対策では、平成23年度までの３年間において、約390万人分の対策の効

果を見込んでいる。 
2 「新たな成長戦略」では、当面３年間（累計）で、140～200万人の雇用創出を見込んでい

る。 
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第２章 具体的施策  ※施策の具体的内容は別紙２で記述 

 

Ⅰ．緊急的な対策－「底割れ」の回避 

非正規労働者等に対する新たなセーフティネットの構築等の緊急雇用

対策の拡充・強化を行うとともに、金融仲介機能の円滑化や企業の資

金繰り対策等の金融面での対策などを講じ、経済の「底割れ」を防ぐ。 

  

１．雇用対策 

◇非正規労働者等に対する新たなセーフティネット（就労訓練型生活

支援）の構築、雇用の維持、雇用機会の創出など、緊急雇用対策の

拡充・強化を行う。 

  ＜具体的施策＞ 

（１）雇用調整助成金の拡充等 

（２）再就職支援・能力開発対策  

○「緊急人材育成・就職支援基金（仮称）」による職業訓練、再就職、生活へ

の総合的な支援 

○職業能力開発支援の拡充・強化 

○障害者の雇用対策 

○ハローワーク機能の抜本的強化等 

（３）雇用創出対策 

（４）派遣労働者保護対策、内定取消し対策、外国人労働者支援等 

○派遣切りの防止など派遣労働者保護の強化等 

○内定取消し対策等 

○外国人労働者への支援 

（５）住宅・生活支援等 
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２．金融対策 

   ◇円滑な金融仲介機能の発揮を促すとともに、企業の資金繰り円滑

化等、金融面での万全の措置を講じる。 

    ＜具体的施策＞ 

○円滑な金融仲介機能の発揮促進等（金融円滑化のための特別ヒアリング・

集中検査、金融機能強化法の活用促進等） 

○中小企業の資金繰り支援（信用保証協会による緊急保証枠の１０兆円の

追加、日本政策金融公庫によるセーフティネット貸付枠の３兆円追加、商

工中金の貸付枠（危機対応）の２．４兆円追加等） 

○中堅・大企業の資金繰り支援等（日本政策投資銀行・商工中金の長期資

金貸付枠（危機対応）の８兆円追加及び財務基盤強化（法律改正を与党に

おいて検討）、危機対応への日本政策金融公庫の損害担保枠拡充、産業

活力再生特別措置法に基づく出資円滑化への損害担保制度創設・拡充、

中堅企業への債務保証拡充、産業革新機構出資枠拡充等） 

○我が国企業の海外事業等の資金繰り支援（国際協力銀行（JBIC）による支

援の一層の推進、日本貿易保険（NEXI）による支援拡充） 

○銀行等保有株式取得機構の活用（金融機関等からの買取対象の拡大（法

律改正を与党において検討）） 

○株式市場への対応（市場の価格発見機能に重大な支障が生じる状況が継

続するような例外的な場合に備えて、臨時・異例の措置として、政府の関

係機関が市場から株式等を買い取る仕組みを整備（法律改正を与党にお

いて検討）、借入に係る政府保証枠を 50 兆円とする等所要の予算を措置） 

○開示制度及び会計処理に関する対応並びに税務上の取扱いの明確化 

○住宅・土地金融の円滑化（住宅ローンの円滑な借入れ支援、大規模都市

再生プロジェクトや地方の優良な都市開発事業等の支援等） 

○アジアを中心とした日系企業進出先途上国支援策（JBIC による貿易金融

円滑化・環境投資支援、JICA による緊急財政支援等） 

○金融政策について（適切かつ機動的な金融政策運営への期待等） 
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３．事業の前倒し執行 

◇現下の経済・雇用情勢に対応し、雇用創出効果が一日も早く発揮さ

れるよう、公共事業等について実質的に過去最高水準の前倒し執行

を進める。 

＜具体的施策＞ 

○公共事業等に係る平成 21 年度当初予算の上半期の契約率については、

特別な事情があるものを除き、入札改革の進展も勘案して、実質的に過去

最高水準の前倒しである８割を目指し、最大限努力する。 

  

 

Ⅱ．成長戦略－未来への投資 

中長期的な成長を図るため、新たな経済成長戦略等を踏まえ、以下に

示す３つのプロジェクト（「低炭素革命」、「健康長寿・子育て」、「底力発

揮・21 世紀型インフラ整備」）のうち、特に緊急に実施すべき施策を実

行する。 

 

１．低炭素革命 

◇太陽光、低燃費車、省エネ機器等世界トップ水準にある環境・エネ

ルギー技術の開発・導入促進、交通機関及び交通・物流インフラの

革新等により、世界に先駆けて「低炭素・循環型社会」を構築するとと

もに、都市鉱山開発、国際的な資源獲得戦略の強化等により「資源

大国」を目指す。 

（１）太陽光発電 

太陽光をはじめとする新エネ・省エネ技術の普及を急加速するため、「スクー

ル・ニューディール」構想、太陽光発電の導入抜本加速〔2020年頃に20倍程度

に〕を図る。 

＜具体的施策＞ 

○「スクール・ニューディール」構想（学校耐震化の早期推進、太陽光パネル
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をはじめとしたエコ改修、ＩＣＴ環境の整備等を一体的に実施） 

○家庭等で発電した太陽光電力の電力会社による新たな買取制度導入〔既

存施策とも併せた技術革新・需要拡大により、３～５年間で半額程度の価

格に低減〕 

○公共建築物・住宅等への太陽光発電の導入促進等 

    ○電気の安定供給を実現する世界最先端の系統制御システム等開発支援   

○太陽光パネル等の海外への普及促進重点実施 

○小水力の普及促進  等 

 

（２）低燃費車・省エネ製品等 

低炭素及び我が国自動車産業の競争力強化のため、我が国の優れた技術力・

環境力を活かしつつ、次世代自動車をはじめとする環境対応車の開発・普及を

推進する〔2020 年に新車販売の 5 割がエコカー〕。また、省エネ機器の普及促

進等を実施する。  

＜具体的施策＞ 

○環境対応車への買換えなど普及促進 

○公用車の環境対応車への買換え促進 

○グリーン家電（テレビ・エアコン・冷蔵庫）の普及加速（「エコポイント」の活

用等） 

○建築物のゼロエミッション化加速（2030 年までに新築公共建築物での実現

を目指した開発等） 

○住宅等の省エネ化（エコハウス化）加速〔当面 3 年間で 300 万戸〕、長寿命

化等の促進 

○燃料電池、ヒートポンプの普及促進、ＣＮＧスタンドの整備促進 

○「地域版グリーンニューディール基金」の創設 等 

 

（３）交通機関・インフラ革新 

運輸部門を中心とした交通・都市・地域の更なる低炭素化を進めるため、低炭

素交通機関の世界最速開発・最速普及や低炭素交通・物流インフラの整備等
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を推進する。 

＜具体的施策＞ 

○低炭素交通・物流インフラの革新（超電導リニアの実用化技術確立〔2016

年度まで〕、実験線延伸の工事促進[2013 年度中早期]等、中央新幹線の

調査促進、フリーゲージトレインの実用化評価実施〔2010 年夏を目途〕、電

池式省エネ路面電車の実用化技術確立〔2012 年度を目途〕、船舶版アイド

リングストップ） 

○高効率船舶技術開発〔2012年までにCO2を30％削減〕、非接触給電（IPT）

ハイブリッドバスの実用化技術確立 等 

 

（４）資源大国実現 

都市鉱山開発、国際的な資源獲得戦略、水処理技術の国際展開の強化等によ

り、「資源大国日本」を目指す。 

＜具体的施策＞ 

○レアメタル等を含む製品のリサイクルシステム構築（「都市鉱山」活用）〔今

後３年間で携帯電話１億台（約３．２トンの金）の回収を目指す〕 

○石油等の上流権益確保への支援強化、海洋資源開発 

○世界の水市場参入〔３年以内に和製メジャー第一号の創設を目指す〕 

○原子力産業の基盤強化 等 

 

２．健康長寿・子育て 

◇地域医療再生、医薬品等新技術の開発加速や介護機能強化に重

点的に取り組み、高齢化の進展を内需拡大、雇用創出に活かし、我

が国の新たな飛躍の糧とする。また、安心こども基金の拡充等により、

保育サービスをはじめ子育て支援の強化を図るとともに、厳しい経

済情勢を踏まえ、学生・生徒等が安心して学べる環境を整備する。 

（１）地域医療・医療新技術 

医療機関間の連携強化、地域における医師の確保により地域医療の強化を図
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るとともに、先端医療設備の整備を進め、拠点病院等を耐震化する。また、がん

等の戦略的分野における医療技術・医薬品・医療機器、新型インフルエンザワ

クチン等の開発を推進する。 

  ＜具体的施策＞ 

○都道府県が地域の医療課題の解決に向けて策定する「地域医療再生計

画」に基づいて行う、医療圏単位での医療機能の強化、医師等の確保等

の取組を支援 

○医療機関の機能・設備強化（大学病院の機能強化、国立高度専門医療セ

ンターの先端医療機器等整備、災害拠点病院の耐震化等） 

○がん等の戦略的分野における医薬品等の開発・橋渡し・実用化の加速（研

究開発体制等整備、ベンチャー支援、先端医療開発特区の支援等） 

○がん、小児等の未承認薬等の開発支援、審査迅速化、治験基盤の充実 

○医薬品等の承認審査・安全対策の体制強化 

○新型インフルエンザワクチンの開発・生産体制の抜本強化 

○医療ＩＴ化推進（レセプトオンライン化の推進、社会保障カード（仮称）の実

施に向けた環境整備、遠隔医療の推進等） 

○地域総合健康サービス産業の創出支援 

 

（２）介護職員の処遇改善・介護拠点整備 

介護人材の処遇を改善し、人材確保を図るとともに、介護基盤の緊急整備によ

り新たな雇用機会を創造する。 

  ＜具体的施策＞ 

○介護職員の処遇改善やスキルアップの取組を行う事業者に対し、３年間助

成 

○介護施設や地域介護拠点の整備に対する助成及び融資の３年間拡大 

○福祉・介護人材の資格取得等のキャリア・アップ支援等 

○社会福祉施設等の耐震化、スプリンクラー整備、施設に対する優遇融資

拡充等 

○生活支援ロボット等の実用化支援  等 
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（３）子育て・教育支援 

保育サービス等の充実をはじめとする子育て支援の強化を行うとともに、学生・

生徒等が安心して学べる環境を整備する。 

＜具体的施策＞ 

○不況下の子育て世代支援（現下の不況下で、全体の個人所得が減少しつ

つあることに鑑み、臨時異例の措置である子育て応援特別手当（３歳から

５歳、年３．６万円）を、平成 21 年度に限り、第一子まで拡大して実施） 

○地域における子育て支援の拡充等（保育サービス等の充実、地域子育て

支援の充実等） 

○女性特有のがん対策（一定の年齢に達した女性に対し、子宮頸がん及び

乳がんの検診料の自己負担を免除する等の措置を講ずることにより、女

性特有のがん対策を推進） 

○ひとり親家庭・社会的養護等への支援の拡充 

○教育費負担への支援（経済情勢の悪化により修学が困難な学生・生徒に

対する授業料減免・奨学金事業等への緊急支援等） 

○内定取消し問題に対応した大学等の相談体制の充実等、就職支援の強化 

 

３．底力発揮・21 世紀型インフラ整備  

◇我が国経済の「底力」の発揮、21 世紀型インフラ整備を図る。このた

め、中長期的な成長力を高める観点から、農林漁業の振興を図ると

ともに、先端技術開発・人材力強化、中小企業支援を進める。また、

道路・港湾・空港等のインフラ整備やＩＴの徹底活用により、地域連携

の強化と競争力強化、国民の利便性向上を図る。あわせて、コンテ

ンツ、文化・芸術・スポーツ、観光の振興を図る。 

（１）農林漁業の底力の発揮 

農地の有効利用や、農業の将来を担う担い手の確保、需要に応じた生産振興、

森林資源の整備・活用等により、農林漁業の底力を発揮し、食料自給力の向上

と雇用創出を図る。 

＜具体的施策＞ 
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○「平成の農地改革」の断行と担い手の確保（農地の集積化、耕作放棄地の

解消、農業経営体の育成） 

○需要に結びついた生産振興等（水田フル活用、麦・大豆等農業部門の体

質強化、自然エネルギー活用・資源循環・植物工場等） 

○農山漁村の活性化と森林・林業の再生（森林吸収源対策、花粉発生源対

策、間伐材・地域材等の徹底利用等） 

○水産業の活性化（漁場生産力向上、就業促進、競争力向上等）等 

 

（２）先端技術開発・人材力強化、中小企業支援 

我が国の経済成長の鍵を握る技術力や人材力の強化を目指し、大学等の教育

研究施設・設備や研究支援者等の研究環境の抜本的な改善を図る。また、地

域を支える中小企業を総合的に支援する。 

＜具体的施策＞ 

○世界トップレベルの研究者等の招聘、世界最先端研究開発インフラへの

刷新〔５研究拠点を 2016 年に世界トップレベルに〕、大学等における教育

研究基盤の強化等 

○産学官連携の強化（技術研究組合制度等を活用した研究開発支援、地域

の産学官共同研究拠点の整備） 

  ○新学習指導要領への対応（小中高校における理数教育の抜本強化等）   

○留学生の受入れ促進（留学生宿舎の整備等）、若手研究者等の海外への

留学支援 

○研究に集中できるサポート体制、多年度に自由に運営できる研究資金な

ど、従来にない全く新しい「研究者最優先」の制度の創設 

○ものづくり基盤技術や次世代産業を支える技術の開発等を行う中小企業

への支援 

○中小企業の海外市場開拓支援等（海外見本市への出展支援等） 

○中小企業事業再生支援の強化（中小企業再生支援協議会の支援体制強

化等） 等 
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（３）地域連携と競争力強化の基盤整備 

「国土ミッシングリンク」の結合や港湾・空港インフラの強化等により、地域間の

連携強化や競争力の強化を図る。 

＜具体的施策＞ 

○「国土ミッシングリンク」の結合（三大都市圏環状道路整備、主要都市間の

規格の高い道路等） 

○港湾・空港インフラの強化（スーパー中枢港湾の機能強化、羽田空港の容

量拡大・機能強化等） 

○首都圏国際ハブ空港の実現のための総合的調査 

○整備新幹線の着実な整備 

 

（４）ＩＴによる底力発揮 

経済社会の活性化と変革の牽引車として、ＩＴを最大限活用し、新しい経済社会

システムを実現する。 

＜具体的施策＞ 

○地上デジタル放送への完全移行に向けた対策の強化 

○デジタル・ディバイド解消（ブロードバンド・ゼロ地域の解消、携帯不感エリ

アの解消加速等） 

○電子政府・電子自治体の加速（国民電子私書箱の推進等） 

○グリーンＩＴで世界を牽引 

○ＩＴを活用したリーディング産業の競争力強化と地域・中小企業の活性化 

○ＩＣＴを活用した地域の活性化等（ユビキタスタウンの構築等） 等 

 

（５）ソフトパワー・観光 

海外において高い評価を得ている我が国のアニメ、マンガ、映画、放送番組な

どのソフトパワーを新規市場創出や若年雇用拡大に活用する。文化・芸術・スポ

ーツの振興を図る。また、2020 年までに訪日外国人旅行者数が 2000 万人とな

る「観光立国」を加速化するためのプロジェクトを重点的に実施する。 

  ＜具体的施策＞ 
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○ソフトパワーの海外展開支援〔コンテンツ産業の輸出比率（1.9％）を米国並

（17.8％）に〕、地域発ソフトパワー発信・活用の強化 

○次世代著作権取引支援システム等の環境整備 

○メディア芸術の国際的発信、文化インフラ整備、伝統的な文化による地域

活性化と文化力向上、文化財の緊急防火・防犯対策、映画館デジタル化 

○スポーツ施設の整備などスポーツ振興のための基盤の確立等 

○日本ブランド発信強化による需要拡大 

○世界有数の観光地形成（観光圏整備（当面約 30 地域）、景観形成や歴史

まちづくり〔2012 年度までに 500 地域へ〕、無電柱化、旅館街再生支援等） 

○世界からのアクセスの抜本的な改善（成田・羽田間アクセス改善、訪日査

証の見直し、空港入国審査待ち時間の大幅短縮等） 

○有給休暇の取得促進・休暇の分散化の促進（例：休暇の地区別取得の 

検討） 等 

 

Ⅲ．「安心と活力」の実現－政策総動員  

国民の「安心と活力」を実現するため、各分野における政策を総動員す

る。 

 

１．地域活性化等  

◇地域におけるまちづくりへの支援や地域の実情に応じた活性化策

を推進する。また、住宅対策として耐震化等の促進、円滑な資金調

達のための措置等により、住宅投資の活性化を図るとともに、離職

者の居住安定確保の推進等を図る。 

   ＜具体的施策＞ 

○地域交通の活性化等（開かずの踏切の解消、地域公共交通等） 

○まちづくり支援・地域の実情に応じた活性化策の推進等 

○コンパクトで人と環境に優しい都市・地域づくり（歩行空間・自転車利用環

境の整備等） 
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○住宅・建築物の耐震化等の促進 

○住宅等の省エネ化（エコハウス化）加速[当面3年間で300万戸]、長寿命化

等の促進（再掲） 

○高齢者・子育て世帯等に対する住宅セーフティネットの充実、離職者の居

住安定確保の推進 

○住宅・土地金融の円滑化（再掲） 

○木造住宅の振興、住宅瑕疵担保履行法の円滑な施行 

○「地域活性化・公共投資臨時交付金（仮称）」及び「地域活性化・経済危機

対策臨時交付金（仮称）」（「３．地方公共団体への配慮」に再掲） 

 

２．安全・安心確保等  

（１）社会保障 

◇国民の安心した生活を確保するため、社会保障への取組として、年

金記録問題解決への体制を強化するとともに、障害者自立支援、高

齢者医療の安定的な運営の確保等に向けた対応を図る。 

＜具体的施策＞ 

○年金記録問題の解決促進に向けた体制の整備 

○障害者の自立支援対策の推進（職員の処遇改善への助成、新体系への

移行促進 等） 

○高齢者医療の安定的な運営の確保等（長寿医療制度の均等割保険料８．

５割軽減の平成 21 年度における継続、健保組合のＩＴ化推進のための財

政支援、失業者に係る国保・長寿医療制度の保険料減免の推進） 

○難病患者に対する支援（難病患者の医療費負担を軽減するため、現在、

医療費助成の対象となっていない難病のうち緊要性の高い疾患について、

医療費助成の対象に追加） 

○検査施設の整備による輸入食品の検査体制の強化 

○その他の社会保障関連の取組 
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（２）消費者政策の抜本的強化等 

◇消費者が、安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるよう、

消費者庁の創設及び地方消費者行政の強化を図る。また、規制改

革、独禁法等の厳正な運用等に取組む。 

＜具体的施策＞ 

○消費者庁の早期創設と地方の消費生活相談体制の緊急整備等 

○規制改革への取組 

○独占禁止法及び下請代金法の厳正な運用、独占禁止法改正法案の早期

成立   等 

 

（３）防災・安全対策 

◇社会資本ストックの耐震化等対策、ゲリラ豪雨対策等防災・災害対

策等を進め、国民の安全を確保する。 

＜具体的施策＞ 

○社会資本ストックの耐震化・予防保全対策 

○ゲリラ豪雨、洪水・高潮等防災・災害対策等 

○交通の安全確保対策（駅・道路のバリアフリー化、国幹会議（注）の議を経て

暫定二車線区間のうち、交通量が多く、渋滞・事故多発区間の四車線化

等）（注）国幹会議・・・国土開発幹線自動車道建設会議 

○消防防災体制の整備 

 

（４）治安体制の整備等 

◇国民の生活の安全に対する不安の高まりを踏まえ、治安体制の整

備等に取組む。 

＜具体的施策＞ 

○治安体制の整備等（街頭防犯カメラ、警察用車両整備等） 

 

３．地方公共団体への配慮  
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◇本対策における公共事業等の追加に伴う地方負担の軽減を図り、地

方公共団体が国の施策と歩調を合わせ、地域における公共投資を

円滑に実施することができるよう、補正予算債による対応に加え、各

地方公共団体の負担額等に応じて配分する「地域活性化・公共投資

臨時交付金（仮称）」を交付する。 

 

◇地方公共団体において、地球温暖化対策、少子高齢化社会への対

応、安全・安心の実現、その他将来に向けた地域の実情に応じるき

め細かな事業を積極的に実施できるよう、「地域活性化・経済危機対

策臨時交付金（仮称）」を交付する。この交付金の活用に当たっては、

地域の中小企業の受注機会に配慮するよう要請する。 

＜具体的施策＞ 

○「地域活性化・公共投資臨時交付金（仮称）」及び「地域活性化・経済危機

対策臨時交付金（仮称）」 

 

Ⅳ．税制改正 

◇需要不足に対処する観点から、高齢者の資産を活用した住宅取得

の支援、中小企業の活動の支援、民間の研究開発投資の確保のた

め、関連する税制について所要の整備を行う。 

＜具体的施策＞ 

○住宅取得のための時限的な贈与税の軽減 

○中小企業の交際費課税の軽減 

○研究開発税制の拡充 
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＜財源等＞ 

 

１．国費と事業規模  

本対策の国費と事業規模は、別紙１のとおりである。 

 

 

２．財源  

本対策の財源は、財投特会の積立金、建設国債、経済緊急対応予備費を充

て、なお不足する場合には、特例公債を発行する。 
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（別紙１） 

「経済危機対策」の規模 
 

（単位：兆円） 

 

 国費 事業費 

Ⅰ．緊急的な対策－「底割れ」の回避 4.9 程度 44.4 程度 

 １．雇用対策 1.9 程度 2.5 程度 

 ２．金融対策 3.0 程度 41.8 程度 

Ⅱ．成長戦略－未来への投資 6.2 程度 8.8 程度 

 １．低炭素革命 1.6 程度 2.2 程度 

 ２．健康長寿・子育て 2.0 程度 2.8 程度 

 ３．底力発揮・21 世紀型インフラ整備 2.6 程度 3.8 程度 

Ⅲ．「安心と活力」の実現－政策総動員 4.3 程度 5.0 程度 

 １．地域活性化等 0.2 程度 0.4 程度 

 ２．安全・安心確保等 1.7 程度 2.2 程度 

 ３．地方公共団体への配慮 2.4 程度 2.4 程度 

Ⅳ．税制改正 0.1 程度 0.1 程度 
   

合     計 15.4 程度 56.8 程度 

 

 

 

（注１）21 年度財投追加 7.8 兆円による事業費の増を含む。 

また、公共事業及び施設費の地方負担に係る交付金については、

合計において事業費の重複を控除している。 

 

（注２）この他、株式市場への対応に係る政府保証 50 兆円がある。 

（注１） 
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１．雇用対策 

（１）雇用調整助成金の拡充等 

・解雇等を行わない場合の助成率の上乗せ、残業を大幅に削減して解雇等を行わない場合の助成対象への

追加に加え、大企業に対する教育訓練費の引上げ、１年間の支給限度日数の撤廃等 

（２）再就職支援・能力開発対策 

○ 「緊急人材育成・就職支援基金（仮称）」による職業訓練、再就職、生活への総合的な支援 

・若者・母子家庭の母など、雇用保険を受給していない者を対象に職業訓練を抜本的に拡充し、訓練期間

中の生活保障のための「訓練・生活支援給付（仮称）」を支給するとともに、訓練の受入枠の確保等を図る

ため人材育成機関への支援を実施 

・中小企業等の人材ニーズを踏まえ、新規成長・雇用吸収分野等において十分な技能・経験を有しない求

職者への実習雇用・雇入れの支援 

・介護、ものづくり分野などについて、事業主団体等と連携した職場体験や職場見学の実施 

・長期失業者や住宅を喪失し就職活動が困難となっている者について、民間職業紹介事業者への委託によ

る再就職支援、住居・生活支援 

○ 職業能力開発支援の拡充・強化 

・職業能力形成機会に恵まれない労働者への職業訓練に対する支援の拡充 

・民間教育訓練機関等への委託訓練について実施規模の拡大、託児サービスの提供拡充等 

○ 障害者の雇用対策 

・障害者に関する雇用調整助成金の助成率の引上げ、障害者が公的機関において一般雇用に向けた就労

経験を積む「チャレンジ雇用」の拡大、ハローワークの障害者専門支援員の増員等 

○ ハローワーク機能の抜本的強化等 

・ハローワークの人員・組織体制の抜本的充実・強化、短時間労働者均衡待遇推進等助成金・両立支援レ

ベルアップ助成金の充実、ジョブカフェの拡充等 

 

（３）雇用創出対策 

・更なる雇用創出等を図るため、緊急雇用創出事業（基金）の積み増し等 

・海外における我が国の優れた技術の活用等を通じた緊急雇用創出 

（４）派遣労働者保護対策、内定取消し対策、外国人労働者支援等 

○ 派遣切りの防止など派遣労働者保護の強化等 

・派遣先による中途解除に伴う損害の賠償の確保、派遣元による労働基準法の遵守・派遣先の確保、製造

業務派遣に対する重点監督の実施 

・派遣会社に関する資産、現金・預金等の許可要件の厳格化 

○ 内定取消し対策等 

・内定取消し企業についての企業名公表の実施 

・未内定学生等対象の就職面接会の実施等 

・妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇等の不利益取扱いに関する相談

Ⅰ.緊急的な対策－「底割れ」の回避 

（別紙２）
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への適切な対応、未然防止に向けた周知徹底等 

・未払賃金立替払の請求増加への対応 

○ 外国人労働者への支援 

・通訳・相談員の増配置など機動的な相談・支援機能の強化 

・我が国で引き続き就労することを希望する日系人に対する日本語能力を含む就労準備研修の実施 

・定住外国人の子どもに対する日本語指導等を通じた就学支援 

・帰国を希望する日系人離職者に対する家族を含む帰国支援の実施 

・外国人研修生・技能実習生に対する帰国支援の実施 

 

（５）住宅・生活支援等 

・雇用と住居を失った者に対して、住居の確保の支援、継続的な生活相談・支援と併せた生活費の貸付け等 

・ホームレス対策事業の拡充を図るため、既存建築物の借上げ方式による緊急一時宿泊施設の増設等を推進

 

 

 

２．金融対策 

○ 円滑な金融仲介機能の発揮促進等 

・金融円滑化のための特別ヒアリング・集中検査（実施中） 

・金融機能強化法の活用促進（公的資本に係る配当率を平時の水準に設定等）（実施中） 

・金融仲介機能発揮のための制度整備等 

－緊急保証に係るリスクウェイトの見直し（10％→0％）（実施済） 

－コベナンツ（注）対応の弾力化の促進（実施済） 

－市場型間接金融（シンジケートローン等）の積極的活用の要請（実施済） 

（注）コベナンツ･･･借り手に対して一定の純資産の維持等を義務付ける条項 

○ 中小企業の資金繰り支援 

・緊急保証の規模拡大（緊急保証枠の10兆円追加及びハイリスク対応も踏まえた日本政策金融公庫・信用

保証協会の財務基盤強化） 

・緊急保証等の改善（据置期間の延長、普通保険を活用した無担保保証への対応等） 

・セーフティネット貸付の規模拡大（貸付枠の３兆円追加及びハイリスク対応も踏まえた日本政策金融公庫

等の財務基盤強化） 

・セーフティネット貸付等の改善（無担保・無保証貸付、倒産対応貸付、雇用関連貸付の金利引下げ。マル

経融資・創業者融資の拡充等） 

・商工中金の貸付(危機対応)の規模拡大（貸付枠の2.4兆円追加及び日本政策金融公庫・商工中金の財務

基盤強化（要法律改正）） 

・元本返済猶予など既往債務の条件変更への積極的な対応（日本政策金融公庫・商工中金において1.5兆

円を目処に対応） 

・日本政策金融公庫の対策関係の業務の円滑な推進に必要な体制の確保 

・中小企業倒産防止共済制度の一時貸付金利の引下げ 

○ 中堅・大企業の資金繰り支援等 
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・日本政策投資銀行・商工中金の長期資金貸付枠拡大（危機対応）等  

-現行の長期資金貸付枠に８兆円を追加 

-その際、資金供給にあたって以下のような多様な経路の活用にも配慮する 

・新発社債購入（社債償還資金貸付を含む） 

・コミットメント・ラインの設定 

・民間金融機関と協働した形での融資 

・大企業向け融資を通じて、関連の中堅・中小企業へ資金供給 

-民間金融機関の貸出額を確保する観点から、日本政策投資銀行の保証を活用 

-あわせて日本政策金融公庫による損害担保枠の拡充 

・日本政策投資銀行が、危機対応業務を円滑に行えるよう財務基盤の強化（追加出資）等を行う（そのため

の法律改正を与党において検討） 

・産業活力再生特別措置法に基づく出資円滑化のための損害担保制度の創設・拡充及び中堅企業に対す

る中小企業基盤整備機構による債務保証制度の拡充 

・先端技術の強化・再編に長期資金を供給する産業革新機構の出資枠拡充 

○ 我が国企業の海外事業等の資金繰り支援 

・我が国企業の海外事業支援（国際協力銀行（ＪＢＩＣ）による支援の一層の推進（外為特会からの外貨借入

も活用）、日本貿易保険（ＮＥＸＩ）による支援拡充） 

○ 銀行等保有株式取得機構の活用 

    ・金融機関が保有する優先株（優先出資証券）、ETF及びJ-REIT、並びに事業法人が保有する金融機関の

優先株（優先出資証券）を買取対象に加える（そのための法律改正を与党において検討） 

○ 株式市場への対応 

・市場の価格発見機能に重大な支障が生じる状況が継続するような例外的な場合に備えて、臨時・異例の

措置として、政府の関係機関が市場から株式等を買い取る仕組みを整備する（そのための法律改正を与

党において検討）。借入に係る政府保証枠を50兆円とするなど、所要の予算措置を講じる 

○ 開示制度及び会計処理に関する対応並びに税務上の取扱いの明確化 

・「継続企業の前提に関する注記」について、投資家に対し企業の経営実態に即したより有用な情報提供を

確保するための制度の改善 

・企業の会計処理について、国際的な動向も勘案しつつ、迅速かつ適切な対応がなされるよう我が国会計

関係者の努力を引き続きサポート 

・上場有価証券の評価損について、税務上の損金算入に関する取扱いの明確化・周知（実施済） 

○ 住宅・土地金融の円滑化 

・住宅ローンの円滑な借入れ支援（住宅融資保険制度の拡充、フラット35の融資率の引上げ等） 

・大規模都市再生プロジェクトや地方の優良な都市開発事業等の支援（都市再生機構や民間都市開発推 

進機構の活用） 

・住宅・不動産事業者の円滑な資金調達支援（住宅金融支援機構のまちづくり融資の充実等） 

・官民一体となったファンドの創設や日本政策投資銀行等によるJ-REITへの資金供給の充実 

○ アジアを中心とした日系企業進出先途上国支援策 

・ＪＢＩＣによる貿易金融円滑化・環境投資支援、ＪＩＣＡによる緊急財政支援等 

○ 金融政策について 

・日本銀行においては、引き続き政府との緊密な情報交換・連携を保ちつつ、金融市場の安定確保に取り

組むとともに、内外の厳しい経済金融情勢の下、政府における本対策や構造改革への取組を踏まえ、適
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切かつ機動的な金融政策運営により、経済を下支えするよう期待する。 

 
 
３．事業の前倒し執行 

○ 公共事業等に係る平成21年度当初予算の上半期の契約率については、特別な事情があるものを除き、

入札改革の進展も勘案して、実質的に過去最高水準の前倒しである８割を目指し、最大限努力する。 
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１．低炭素革命 

（１）太陽光発電 

○ 「スクール・ニューディール」構想（学校耐震化の早期推進、太陽光パネルをはじめとしたエコ改修、ＩＣＴ環

境の整備等を一体的に実施）〔うち、3 年間で公立をはじめとする学校施設に一体的実施を抜本拡大〕 

○ 太陽光発電の導入抜本加速 

・家庭などで発電した太陽光発電について電力会社が、当初は、現在の２倍程度の価格で買い取る、新た

な買取制度を創設［既存の施策とも併せた技術革新・需要拡大により、３～５年後に太陽光発電システムの

価格を現在の半額程度に低減］ 

・公共建築物・公的施設・住宅・在外公館等への太陽光発電の導入促進等 

○ 離島における新エネルギー導入促進のためのビジョンの策定及び導入支援 

○ 電気の安定供給を実現する世界最先端の系統制御システム等の開発支援 

○ 太陽光パネル等の海外への普及促進の重点実施 

○ エネルギー供給事業者に対する非化石エネルギー導入拡大を義務づける法体系の整備  

○ 中小企業による太陽光発電設置、電力会社によるメガソーラー設置支援 

○ 小水力の普及促進 

 

（２）低燃費車・省エネ製品等 

○ 環境対応車への買換えなど普及促進（平成 21 年４月 10 日に遡及適用） 

①経年車の廃車を伴う新車購入補助（ｽｸﾗｯﾌﾟｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ） 

要件 登録車 軽自動車 

車齢 13 年超車から 2010 年度燃費基準達成車へ 25 万円 12.5 万円 

②新車購入補助（経年車の廃車を伴わないもの） 

要件 登録車 軽自動車 

4☆ かつ 2010 年度燃費基準+15%以上 10 万円 5 万円 

（注）上記の補助単価は乗用車の場合（トラック・バス等の重量車にも補助実施） 

・次世代自動車の世界最速普及を図る 

○ 公用車の環境対応車への買換え促進 

○ グリーン家電（テレビ・エアコン・冷蔵庫）の普及加速（「エコポイント」の活用等）  

エコポイントの付与に関する考え方 

要件 エアコン 冷蔵庫 テレビ 

統一省エネラベル４☆以上の製品の購入 ５％相当 ５％相当 ５％＋５％（地デジ対策）相当

さらに、リサイクル（買換）を伴う場合 リサイクル料金相当 リサイクル料金相当 リサイクル料金相当（平均３％）

・グリーン家電の爆発的普及を図る 

○ 建築物のゼロエミッション化の加速的展開（2030 年までに新築公共建設物のゼロエミッション化を目指し

た開発等） 

 ・公共建築物や民間ビルのうち、省エネ効果が高いものにつき、省エネ診断及び改修を促進（当面３年間、

重点実施） 

○ 住宅等の省エネ化（エコハウス化）加速〔当面 3 年間で 300 万戸〕、長寿命化等の促進  

○ 政府の庁舎等の省エネルギー化（省エネ機器の設置等） 

○ 燃料電池、ヒートポンプの普及促進、ＣＮＧスタンドの整備促進 

Ⅱ.成長戦略－未来への投資 
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○ 研究開発や設備投資等への支援  

○ 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車、充電インフラのモデル事業による実証実験  

○ 環境・エネルギー革新技術等の開発・実証の集中実施 

・低炭素社会の構築に必要となる有望技術・社会システムの開発・導入実証（スマートグリッド、スマート・メー

ター、スマートハウス・ビル等） 

・革新的蓄電池・太陽光発電・ナノテク等の技術開発・標準化等 

・次世代蓄電池、高性能モーター等環境技術への研究開発（蓄電池とその材料の研究開発評価拠点の整

備等）      

○ 「Cool Earth – エネルギー革新技術計画」に基づき、CCS 等のエネルギー革新技術開発の加速化 

○ 国立公園等における街灯照明の LED 化等の推進 

○ 環境融資・投資の促進 

・京都議定書目標達成に向けて積極的に環境投資を行う企業に対する優遇融資の推進等 

○ CO2 排出量の見える化等（「カーボンフットプリント制度」、「カーボン・オフセット」普及等） 

○ 国内クレジット制度を活用した中小企業等における省エネ設備等の導入促進 

○ 「地域版グリーンニューディール基金」の創設 

 

（３）交通機関・インフラ革新 

○ 低炭素交通・物流インフラの革新（超電導リニアの実用化技術確立〔2016 年まで〕、実験線延伸の工事促

進〔2013 年度中早期〕等、中央新幹線の調査促進、フリーゲージトレインの実用化評価実施〔2010 年夏を

目途〕、電池式省エネ路面電車の実用化技術確立〔2012 年度を目途〕、ITS（高度道路交通システム）、船

舶版アイドリングストップ） 

○ 高効率船舶に係る技術開発等〔2012 年までにＣＯ2 を 30％削減〕、非接触給電（ＩＰＴ）ハイブリッドバスの

実用化技術確立〔ＣＯ２を約 50％削減〕など次世代低公害車の技術開発・実用化） 

○ バス等公共交通機関の利便性向上・利用促進 

（４）資源大国実現 

○ レアメタル等を含む製品のリサイクルシステム構築（「都市鉱山」活用）〔今後３年間で携帯電話１億台（約

3.2 トンの金）の回収を目指す〕 

○ 石油等の上流権益確保への支援強化、海洋資源の開発（海底熱水鉱床等）等 

○ 世界の水市場参入〔3 年以内に和製メジャー第一号の創設を目指す〕 

○ 原子力関連産業の技術開発強化等 

 ・素材部材メーカーの国際競争力強化に資する技術開発支援等 

○ 森林資源の整備と地域材・木質バイオマスの総合的な利活用促進〔2020 年に国産材供給量を倍増〕 

○ 資源リサイクル 

・先進国型シップリサイクルの推進による鉄資源確保と低炭素貢献〔大型タンカー1 隻から鉄鋼：約 3 万 5 千

トン〕      

・廃プラスチックの総資源化（都市油田開発）〔2020 年までに年 90％以上の資源化を可能とする革新的技術

開発等を推進〕 

・我が国リサイクル産業の国際競争力強化 

○ アスベスト・PCB 等の効率的な処理体制を早急に構築 
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○ アジアにおける資源循環システムや低炭素型・低公害型社会等の構築を目指して、日本の協力による環

境モデル都市を実現 

○ クリーンアジア・イニシアティブを推進 

○ 生物多様性の推進 

  ・野生動植物種の分布状況に関するデータ構築等生物多様性に関する情報整備等の推進 

 

 

 

２．健康長寿・子育て 

（１）地域医療・医療新技術 

○ 都道府県が地域の医療課題の解決に向けて策定する「地域医療再生計画」に基づいて行う、医療圏単位

での医療機能の強化、医師等の確保等の取組を支援 

・地域内において医療機関の機能強化、機能・役割分担を進めるための連携強化 

・医師事務作業補助者の集中配置など勤務医・看護師等の勤務環境改善 

・大学病院等と連携した医師派遣機能の強化（医師確保のための奨学金の活用等により、医師不足の地域

や診療科への医師の確実な配置を強化） 

・医療機能連携のための施設・設備・ＩＴ基盤の集中整備 

・新生児集中治療室（NICU）・救命救急センター拡充、NICUや回復期治療室(GCU)の後方病床としての重

症心身障害児施設等の整備 等 

○ 医療機関の機能・設備強化（大学病院の機能強化、国立高度専門医療センターの先端医療機器等整備、 

  災害拠点病院の耐震化等） 

・地域の中核的な医療機関としての大学病院の機能強化（大学病院のＮＩＣＵ等周産期医療・がん治療・救 

急医療環境等の整備、医師事務作業補助者の雇用促進、私立大学病院の施設整備への支援（利子助  

成）） 

・国立高度専門医療センターにおける先端医療機器等の整備及び財務基盤の安定強化 

・災害拠点病院等の耐震化 

・医療機関に対する優遇融資拡充 

○ がん等の戦略的分野における医薬品・医療機器・再生医療の開発・橋渡し・実用化の加速 

・ iPS 細胞、脳科学等最先端の医療技術開発を加速するための研究開発拠点整備、技術開発・情報基盤

整備 

・研究開発資金供給・長期リスク資金供給等によるベンチャー等への支援 

・先端医療開発特区への予算集中投入 

・生活習慣病等の原因解明や予防・治療法の確立を目指して、倫理面に配慮しつつ、大規模集団疫学調

査データとゲノム情報を融合した研究を推進 

○ がん、小児等の未承認薬等の開発支援、承認審査体制の充実と迅速化、疾患重点分野における治験基

盤の充実 

・未承認薬等の特別審査ルート（審査期間を12か月から6か月に短縮)の新設等 

・化学物質等にぜい弱な小児に対する健康影響調査の推進 

○ 医薬品等の承認審査・安全対策の体制強化 

・承認までの期間を新医薬品は全体で約2.5年、新医療機器は全体で約1.5年短縮 
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○ 新型インフルエンザワクチンの開発・生産体制の抜本強化 

・全国民分のワクチン開発・生産期間（現在１年半～２年）を大幅短縮（約半年）する体制を５年以内に整備 

○ 医療IT化推進（レセプトオンライン化の推進、社会保障カード（仮称）実施の環境整備、遠隔医療推進等） 

・レセプトオンライン化の推進 

・平成２３年度中を目途とした社会保障カード（仮称）の実施に向けた環境整備（医療保険者における環境

整備の推進等） 

・電子カルテ等の導入補助、遠隔医療の推進、高速ブロードバンド網の整備等を通じた地域医療連携の推

進 

○ 地域総合健康サービス産業の創出支援 

   ・個々の住民の意向やニーズに応じた健康サービスを医療機関等とも連携しつつ提供（オーダーメードの食

材提供、生活運動指導等） 

 

（２）介護職員の処遇改善・介護拠点整備 

○ 介護職員の処遇改善やスキルアップの取組を行う事業者に対し、３年間助成 

○ 介護施設や地域介護拠点の整備に対する助成及び融資の３年間拡大 

○ 福祉・介護人材の資格取得等のキャリア・アップ支援等 

・離職者等への無料の職業訓練 

・現任介護職員等の研修支援 

・個々の求職者にふさわしい職場紹介と定着支援 

・地域における相談支援体制の整備 

○ 社会福祉施設等の耐震化、スプリンクラー整備、施設に対する優遇融資拡充等 

○ 生活支援ロボット等の実用化支援 

○ 特別養護老人ホーム等への整備転換等に対する財政支援 

 

（３）子育て・教育支援 

○ 不況下の子育て世代支援 

・現下の不況下で、全体の個人所得が減少しつつあることに鑑み、臨時異例の措置である子育て応援特別

手当（３歳から５歳、年３．６万円）を、平成２１年度に限り、第一子まで拡大して実施 

○ 地域における子育て支援の拡充等（保育サービス等の充実、地域子育て支援の充実等） 

・保育サービス等の充実（保育の広域的な利用の促進、賃借物件の対象拡大、保育所の耐震整備等） 

・地域の子育て力をはぐくむ取組等の拡充 

・不妊治療の助成拡充 

○ 女性特有のがん対策 

・一定の年齢（子宮頸がん検診については２０歳、２５歳、３０歳、３５歳及び４０歳、乳がん検診については４０

歳、４５歳、５０歳、５５歳及び６０歳）に達した女性に対し、健康手帳を交付するとともに、子宮頸がん及び乳

がんの検診料の自己負担をクーポンにより免除  

・女性の健康支援の拡充 

○ ひとり親家庭・社会的養護等への支援の拡充 

・母子家庭等への資格取得支援、在宅就業支援等 
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・生活保護制度における子どもの健全育成支援 

・児童養護施設等の生活環境改善、退所児童の生活・就業支援等 

○ 教育費負担への支援（経済情勢の悪化により修学が困難な学生・生徒に対する授業料減免・奨学金事業

等への緊急支援等） 

○ 内定取消し問題に対応した大学等の相談体制の充実等、就職支援の強化 

 

 

３．底力発揮・21 世紀型インフラ整備 

（１）農林漁業の底力の発揮 

○ 「平成の農地改革」の断行と担い手の育成（農地の集積化、耕作放棄地の解消、農業経営体の育成） 

・地域の利用可能な農地を次世代に確実に伝承するため、農地の集積化を促進 

－農地転用規制の厳格化等による優良農地の確保 

－農地賃借の規制見直し等を通じた意欲ある者への農地の集積促進 

・2011 年度を目途に農業上重要な地域を中心に概ね 10 万 ha の耕作放棄地を解消 

－荒廃状況や権利関係の調査、農地利用調整等の取組を支援 

－再生作業、土壌改良、営農定着の取組を定額支援 

・農業経営体の育成（新規就農者の確保等） 

○ 需要に結びついた生産振興等（水田フル活用、麦・大豆等農業部門の体質強化、自然エネルギー活用・

資源循環・植物工場等） 

・水田のフル活用の推進に向けた、流通・加工と連携した戦略作物の生産強化 

－水田フル活用による戦略作物等（米粉用米、飼料用米、麦・大豆等）の作付け支援[輸入小麦 500 万トン

の１割の米粉に置き換わった場合、食料自給率は 1.4％向上] 

－米粉生産者等への金融等の支援 

・麦・大豆・畜産・野菜・果樹等の農業部門の体質強化 

－カントリーエレベーターの再編整備等により、麦、大豆、エサ米の増産に対応 等 

－機械導入の支援等による生産性や飼料自給率の向上、産地の活性化 

－リース方式による施設・機械等の導入、超長期保存技術等の活用による野菜、果実の安定的・計画的供

給や効率的な流通システムの構築 等 

・農山漁村の自然エネルギーの活用や資源循環の推進、植物工場の普及・活用等による新産業創出等 [３

年間で、植物工場の数を現状の 50 ヶ所から 150 ヶ所に３倍増、植物工場における野菜の生産コスト３割縮

減] 

－農林水産物や未利用バイオマスを活用した新産業の育成と新たな雇用の確保 等 

－植物工場の設置支援、研究開発・研修機能の強化、遺伝子組換え技術や植物工場等を活用した医薬

品、医療用新素材等を生産する新産業の創造（例：スギ花粉症緩和米） 

－バイオマス等農山漁村における未利用エネルギーの活用 

－食品循環資源リサイクルの推進 

○ 農山漁村の活性化と森林・林業の再生（森林吸収源対策、花粉発生源対策、間伐材・地域材等の徹底利

用等） 

・国産農林水産物等の海外販路の維持・充実、農商工連携、都市農村交流、学校給食の活用をはじめとす
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る地産地消の促進などによる地域活性化 

・森林資源を核とした地域産業の再生・創造（間伐促進と林内路網の飛躍的整備、地域材の需要拡大と木

質バイオマスの徹底活用 等） 

・花粉発生源対策[３年間で、300 万本のスギを花粉発生の少ないものに植え替え]  

・緑の雇用による新規林業就業者の確保 

・セーフティネットの充実等 

○ 水産業の活性化（漁場生産力向上、就業促進、競争力向上等）等 

・藻場・干潟の整備、漂着・漂流物の除去・処理等 

・漁業への就業促進、生産性向上等のための施設・設備の導入等 

・セーフティーネットの充実や販売力強化による競争力の強化 

 

（２）先端技術開発・人材力強化、中小企業支援 

○ 世界トップレベルの研究者等の招聘、世界最先端研究開発インフラへの刷新〔５研究拠点を 2016 年に世

界トップレベルに〕、大学等における教育研究基盤の強化等 

・我が国の先端研究拠点への外国人著名研究者や若手研究者の招聘を通じた我が国の研究環境の国際

化と日本の存在感の拡大 

・大学における研究支援者等の確保、ポスドクの産業界での積極的活用等 

・基礎科学力強化及びその成果を活用したイノベーション強化のための人材育成（若手研究者の研鑽機会

の確保等） 

・大学等における教育研究基盤の強化（施設・設備の高度化・老朽化対策の推進） 

・地域振興にも資する国際的な教育研究拠点の形成 

・次世代太陽電池等の最先端の環境技術の研究開発の加速（つくば地区拠点化、海底資源探査技術の開

発、核融合エネルギーの国際共同研究の推進）及び情報発信機能の強化等 

・民間企業等の研究開発の支援（中小企業の製品性能の実証、提案公募型研究開発助成、研究開発に要

する資金の利子負担軽減等） 

・外国人高度人材ネットワークの構築 

○ 産学官の連携の強化（技術研究組合制度等を活用した研究開発支援等、地域の産学官共同研究拠点の

整備） 

・地域産学官共同研究拠点の整備 等 

○ 宇宙開発利用の推進による新市場創造等  

・超小型衛星システムの開発・活用による新市場創造〔3 年以内に世界トップレベルの中小企業ベンチャー

創出 100 社を目指すとともに、大学等における研究開発を推進〕 

・準天頂衛星システム等の開発等、地上インフラの整備、観測施設等の更新・整備 等 

○ 小中高校における理数教育の抜本強化、教育環境の整備 

・新学習指導要領の実施のための理数、外国語、体験活動、武道、幼児教育、特別支援教育などに関す

る設備等の教育環境の整備、外国人児童等への日本語教育の充実 等 

○ 留学生の受入れ促進、若手研究者等の海外への留学支援 

・「留学生 30 万人計画」のための環境整備促進（留学生宿舎の整備）等 

○ 研究に集中できるサポート体制、多年度に自由に運営できる研究資金など、従来にない全く新しい「研究

者最優先」の制度の創設 
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・我が国を代表する研究者（中心研究者）及び研究領域、課題を設定し、中心研究者、研究支援担当機関

を中心とした研究開発を実施 

○ 中小企業の資金繰り支援（再掲） 

○ ものづくり基盤技術や次世代産業を支える技術の開発等を行う中小企業への支援 

・ものづくり中小企業の試作品開発、販路開拓等への支援 

○ 中小企業の国内外市場開拓支援 

・海外見本市への出展支援 

・国内主要市場での販路拡大支援 

○ 中小企業事業再生支援の強化（中小企業再生支援協議会の支援体制強化等） 

○ 下請企業に過度な負担となっている取引実態是正のため、下請代金支払遅延等防止法の厳正な運用、

下請適正取引等の推進のためのガイドラインの活用、弁護士の活用等による相談・周知の強化 

○ 官公需対策 

・官公需発注情報の一括検索システムの構築・運営、契約実績の詳細情報の提供等 

 ・交付金の活用による、地域中小企業への受注機会への配慮要請 

・ダンピング対策の充実等適正価格での契約を推進しつつ、とりわけ地域企業の適切な評価等を推進 

○ 下請建設企業等の経営強化対策 

○ 商店街の活性化支援の強化（空き店舗を活用した子育て支援等） 

 

（３）地域連携と競争力強化の基盤整備 

○ 「国土ミッシングリンク」の結合（三大都市圏環状道路整備、主要都市間の規格の高い道路等）  

・三大都市圏環状道路、主要都市間の規格の高い道路、拠点間・地域都市間のアクセス改善となる道路、

スマートインターチェンジの整備等 

・国幹会議の議を経て外環等を整備計画に位置づけ 

○ 港湾・空港インフラの強化（スーパー中枢港湾の機能強化、羽田空港の容量拡大・機能強化等） 

・スーパー中枢港湾の機能強化〔2010年度までに港湾コストの約3割を低減〕（鉄道や内航海運とのシ

ームレス化等） 

・大型船舶に対応した産業港湾インフラの刷新 

・羽田空港の容量拡大・機能強化（Ｃ滑走路の延伸、総合的容量拡大調査等） 

○ 首都圏国際ハブ空港の実現のための総合的調査 

○ 整備新幹線の着実な整備 
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（４）ＩＴによる底力発揮 

ＩＴ戦略本部において決定した「三か年緊急プラン」を始めとする各種施策を着実に実施する。 

○ 地上デジタル放送への完全移行に向けた対策の強化 

・デジタルテレビの普及加速（「エコポイント」制度の活用等）（再掲） 等 

エコポイントの付与に関する考え方 

要件 テレビ 

統一省エネラベル４☆以上の製品の購入 ５％＋５％（地デジ対策）相当

さらに、リサイクル（買換）を伴う場合 リサイクル料金相当（平均３％）

○ デジタル・ディバイド解消 

・ブロードバンド・ゼロ地域を解消 

・携帯不感エリアの解消加速 等 

○ 電子政府・電子自治体の加速 

・ワンストップの行政サービスの実現に向けた国民電子私書箱の推進 

・政府の施設の LAN 化の推進 

・官民共用型のクラウド・データセンターの分散配置及び霞が関・自治体クラウド（仮称）の推進 等 

・行政文書の電子化、公文書等のデジタルアーカイブ化推進 

・地理空間情報の整備・活用推進（Ｇ空間行動プランの推進） 

○ グリーンＩＴで世界を牽引 

・集中的にグリーンＩＴ（サーバーなど置き換え）を推進 等 

○ ＩＴを活用したリーディング産業の競争力強化と地域・中小企業の活性化 

・アナログテレビジョン放送の電波跡地の活用や新たな周波数割り当て、革新ネットワーク技術の開発等に

よるデジタル技術を活用した新産業の創出 

・企業間情報連携の推進（ビジネスインフラの構築）、コンテンツ収集や著作権制御の技術開発、個人情報

保護ルールの整備、コンテンツ流通環境の整備、今後３年以内に中小企業 100 万社が利用可能な SaaS

基盤の整備 

・生産性向上のための ASP・SaaS の利活用促進 

○ ＩＣＴを活用した地域の活性化等 

・ユビキタスタウンの構築等 

○ 医療のＩＴインフラ等抜本整備 

○ 学校の全ての教室にデジタルテレビ（電子黒板等を含む）を配置、学校におけるパソコン配置の拡充、校

内ＬＡＮの整備、教育分野におけるデジタルコンテンツの充実・活用等促進によるデジタル教育の推進 

等 

○ 情報システム・セキュリティの信頼性向上、違法・有害情報対策など安全なＩＴ社会基盤の整備 

 

（５）ソフトパワー・観光  

○ ソフトパワーの海外展開支援（「コンテンツ産業海外展開ファンド」等〔コンテンツ産業の輸出比率（1.9％）

を米国並（17.8％）に〕） 

○ 地域発ソフトパワー発信・活用の強化 

・放送番組を含む地域映像コンテンツの製作・活用・発信支援 

○ 次世代著作権取引支援システム等の環境整備 
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・コンテンツ産業の活性化のため、著作権管理情報を一元化する次世代システムを整備し、迅速かつ柔軟

な著作権取引環境を整備 

○ メディア芸術の国際的発信、文化インフラ整備、伝統的な文化による地域活性化と文化力の向上、文化

財の緊急防火・防犯対策、映画館デジタル化 

○ スポーツ施設の整備などスポーツ振興のための基盤の確立等 

・地域スポーツ施設の整備、校庭の芝生化、オリンピックに向けたナショナルスポーツ施設・設備の整備など

スポーツ振興のための基盤の確立 等 

○ 日本ブランド発信強化による需要拡大 

・外客誘致事業の強化や新興市場への対象拡大、富裕層の取込み、国際会議等（MICE）の誘致等 

○ 国際競争力の高い魅力ある世界有数の観光地の形成（観光圏整備（当面約 30 地域）、景観形成や歴史

まちづくりの加速〔景観計画に基づき取組を進める地域を 2012 年度までに 500 地域へ〕、無電柱化の加

速、旅館街再生支援等） 

 ・２泊３日以上の滞在型観光促進のための観光圏整備の実施（当面約３０地域の観光圏を支援） 

・無電柱化の加速 

・旅館街の面的な再生を図るための観光産業イノベーション促進事業の実施 

・公共交通機関等における中国語や韓国語にも対応した外国語表示の充実や宿泊施設における受入体制

の充実 等 

○ 世界からのアクセスの抜本的な改善（成田・羽田間アクセス改善、査証審査体制整備を踏まえた訪日査

証の見直し、空港入国審査待ち時間の大幅短縮等） 

・東京駅～成田空港間 30 分台、東京駅～羽田空港間 20 分台。その結果、成田-羽田両空港間の鉄道アク

セスを 100 分程度→50 分台、梅田－関空間は 30 分台を実現 

・査証審査体制整備を踏まえた訪日査証（ビザ）の見直し（例：中国人観光客に対する個人ビザ実現） 

・空港入国審査の待ち時間の大幅短縮（3 年間で、成田：28 分→15 分、関空：36 分→20 分）等 

○ 有給休暇の取得促進・休暇の分散化の促進（例：休暇の地区別取得の検討） 

・観光地等における混雑緩和、施設等への埋蔵需要の創造・分散化のため、地域別の休暇取得の促進・分

散化を検討する。 

○ 海岸漂着物や不法投棄等の処理 
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１．地域活性化等 

○ 地域交通の活性化等 

・拠点間・地域都市間のアクセス改善となる道路の整備等（再掲） 

・開かずの踏切等の解消 

・内航海運・フェリーの活性化対策 

・中小トラック事業者支援、国際海上コンテナ陸上輸送の効率化 

・地方の鉄道、バス、離島航路等、地域公共交通の活性化・再生 

・地方航空ネットワークの維持・充実 

・地籍調査及び山村の土地境界に関する調査の推進 

・都市鉄道等の整備 

○ まちづくり支援・地域の実情に応じた活性化策の推進等 

・地方の優良なまちづくりに対する支援等 

・大規模都市再生プロジェクトや地方の優良な都市開発事業等の支援（都市再生機構や民間都市開発推

進機構の活用）（再掲） 

・容積率の緩和（高度な環境対策を行う建築物、優良な都市開発プロジェクト等の容積率特例の利用促進） 

・定住自立圏における民間投資等の促進、合併市町村における新しいまちづくり、地域の人材力強化・元気

再生 

・地域力再生機構の早期設立・活用 

・地域の汚水処理対策 

・合併処理浄化槽への転換促進 

・PFIについて、民間事業者が創意工夫を発揮しやすい環境の整備等、制度の改正 

・水辺等環境整備 

・国立公園等における自然とのふれあいの場の整備促進 

・公共事業等の実施に当たって、ダンピング対策の充実等適正価格での契約を推進しつつ、とりわけ地域

企業の適切な評価等を推進 

・公共事業等の契約における最低制限価格の引上げなど地域経済・雇用の下支えにもつながる入札契約

制度の改善の促進 

○ コンパクトで人と環境に優しい都市・地域づくり（歩行空間・自転車利用環境の整備等） 

○ 住宅・建築物の耐震化等の促進 

○ 住宅等の省エネ化（エコハウス化）加速〔当面3年間で300万戸〕、長寿命化等の促進（再掲） 

○ 高齢者・子育て世帯等に対する住宅セーフティネットの充実、離職者の居住安定確保の推進 

○ 住宅・土地金融の円滑化（再掲） 

○ 木造住宅の振興、住宅瑕疵担保履行法の円滑な施行 

○ 「地域活性化・公共投資臨時交付金（仮称）」及び「地域活性化・経済危機対策臨時交付金（仮称）」（３．地

方公共団体への配慮に再掲） 

 

 

Ⅲ．「安心と活力」の実現―政策総動員 
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２．安全・安心確保等 

(1)社会保障 

○ 年金記録問題の解決促進に向けた体制の整備 

・年金再裁定請求の処理促進やねんきん特別便等の処理促進のための作業体制等の整備 

○ 障害者の自立支援対策の推進（職員の処遇改善への助成、新体系への移行促進 等） 

・福祉・介護人材の処遇改善やスキルアップの取組を行う事業者に対し、３年間助成 

・離職者等への職業訓練、現任介護職員等の研修支援など、福祉・介護人材のキャリア・アップ支援（再掲）

・事業者の新体系移行を促進するため、新体系サービスで必要となる改修、増築等の基盤整備の促進及び

運営の安定化 

・視聴覚障害者への情報支援機器等の研究開発や情報提供のための基盤整備、国立障害者リハビリテー

ションセンター病院等の耐震化の整備等 

○ 高齢者医療の安定的な運営の確保等 

・長寿医療制度において、平成 20 年度に均等割保険料が 8.5 割軽減であった方で、平成 21 年度に７割軽

減となる方については、平成 21 年度においても、8.5 割軽減を継続する。 

・健保組合のＩＴ化を推進するための財政支援を行い、負担の軽減を図る。 

・雇用保険法改正の附帯決議を踏まえ、市町村等が行う失業者に係る国保及び長寿医療制度の保険料減

免の推進を図る。 

○ 難病患者に対する支援 

・難病患者の医療費負担を軽減するため、現在、医療費助成の対象となっていない難病のうち緊要性の高

い疾患（１１疾患その他）について、医療費助成の対象（現在４５疾患）に追加する。 

○ 検査施設の整備による輸入食品の検査体制の強化 

○ その他の社会保障関連の取組 

・財政状況の厳しい厚生年金基金等に対する積立金不足解消のための追加掛金拠出の猶予等 

 

（２）消費者政策の抜本的強化等 

○ 消費者庁の早期創設と地方の消費生活相談体制の緊急整備等（平成20年度に都道府県に造成された消

費者行政活性化のための基金の上積み） 

○ 規制改革への取組 

・新たな産業や技術を生み出し、新規の需要と雇用の創出に資するよう、「規制改革推進のための３か年計

画（再改定）」（平成21年3月31日閣議決定）に沿って、積極的に規制改革に取り組む。 

○ 独占禁止法及び下請代金法の厳正な運用、独占禁止法改正法案の早期成立等 

○ 世界金融・経済危機の研究 

・今回の金融・経済危機の実態把握及び評価等 

 

（３）防災・安全対策 

○ 社会資本ストックの耐震化・予防保全対策 

・社会資本ストックの耐震化・予防保全対策（道路橋・堤防・上下水道施設等の耐震化、道路構造物・河川

管理施設・公園施設等の予防保全・機能向上、官庁施設の耐震化等安全対策等） 

○ ゲリラ豪雨、洪水・高潮等防災・災害対策等 
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・ゲリラ豪雨対策、洪水・高潮危険箇所解消、土砂災害危険箇所解消、地震・火山噴火対策、震災時避難

地対策等防災・災害対策等 

○ 交通の安全確保対策 

・道路のバリアフリー化の推進等歩行空間・自転車利用環境の整備等（再掲）、無電柱化の加速（再掲）、開

かずの踏切等の解消（再掲）、通学路等の交通安全対策 

・国幹会議の議を経て高速道路の安全対策（暫定二車線区間のうち、交通量が多く、渋滞・事故多発区間

を四車線化等） 

・ITを活用した次世代安全運転支援システムの整備 

○ 駅のバリアフリー化の推進等 

・利用者5000人以上／日の駅について平成22年までに原則100％のバリアフリー化（約900駅） 

（5000人未満／日の地域の拠点駅のバリアフリー化、ホームドアの整備も推進） 

    ・ 平成22年までに総バス車両数の30％のノンステップバス化 

○ 消防防災体制の整備 

・防災情報通信施設の整備、住宅用火災警報器の設置支援、救急・救助体制の整備、災害対応器材の整

備等 

 

（４）治安体制の整備等 

○ 治安体制の整備等 

・街頭防犯カメラ、警察用車両、次世代安全運転支援システム等整備 

・子ども・女性の安全確保 

・振り込め詐欺撲滅に向けた諸対策 

・密輸阻止等の水際対策 

・再犯防止に向けた諸対策 

・大規模災害等緊急事態への対応 

・騒音対策や借地の買上げなど自衛隊基地等の安定運用対策等 

・「地域自殺対策緊急強化基金」（仮称）を造成し、相談体制の整備、人材の養成 

・海上保安体制の強化等 

・ソマリア沖・アデン湾における海賊対策の強化 

・救援物資の緊急備蓄 

・DV被害相談体制の強化 

・野鳥等における鳥インフルエンザ対策 

・裁判員裁判実施のための機器の整備 等 

 

 
 
３．地方公共団体への配慮 

○  「地域活性化・公共投資臨時交付金（仮称）」及び「地域活性化・経済危機対策臨時交付金（仮称）」 
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○ 住宅取得のための時限的な贈与税の軽減 

・生前贈与の促進により高齢者の資産を活用した需要の創出を図るため、平成 22 年末までの時限措置とし

て、直系尊属から居住用家屋の取得に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、500 万円まで贈与税を

課さないこととする。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能と

する。 

○ 中小企業の交際費課税の軽減 

・交際費等の損金不算入制度について、資本金１億円以下の法人に係る定額控除限度額を 400 万円から 

600 万円に引き上げる。 

○ 研究開発税制の拡充 

・試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成 21、22 年度において税額控除ができる限度額を

時限的に引き上げるとともに、平成 21、22 年度に生じる税額控除限度超過額について、平成 23、24 年度に

おいて税額控除の対象とすることを可能とする。 

 

 

Ⅳ．税制改正 
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経済財政改革の基本方針 2009 について 
 

 

                                         平成 21 年 6 月 23 日 

                                        閣 議 決 定 

 

 

経済財政改革の基本方針 2009 を別紙のとおり定める。 
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第１章 危機克服の道筋 

１．はじめに 

我が国の経済と社会は、これまで培ってきた「豊かさ」と「希望」と「信頼」とを

次代に引き継げるか否かの歴史的な正念場にある。 

外にあっては、世界同時不況と資源環境制約の高まり、内にあっては、少子高齢化、

格差の拡大傾向、財政悪化など、内外の難局が同時かつ複合的に押し寄せている。国

民の暮らしと生活を守ることを最優先すべく、経済と社会を一体的にとらえた変革に

取り組まなければならない。将来世代への「責任」を堅持しつつ、国民相互の信頼や

助け合い、連携によって「安心社会」を実現し、各世代や各企業それぞれの「努力と

挑戦」を最大限に引き出す。一方で、低炭素革命や健康長寿社会の創造、アジアへの

共生型貢献等を通じて有効需要の基盤を内外で広げ、国民や企業の「活力」を高める。

「安心・活力・責任」を同時達成するための経済と社会の変革である。 

「安心・活力・責任」という３つの目標は対応次第では相反するおそれがある。将

来への道筋をあいまいにしたままの局所的な対処療法では、経済と社会双方からなる

「複合危機」は克服できない。「経済の危機」と「社会の危機」を一体的にとらえ、３

つの目標への相乗効果を最大に発揮する施策の実行へと政府全体の資源配分を傾斜し

ていかなければならない。 

本「基本方針 2009」はこうした観点から取りまとめたものである。 

 

２．経済の現状と課題 

一部に底打ちの兆しが見られるものの、我が国の経済は、依然として「当面の危機」

と「構造的な危機」に直面している。 

第一の課題は、我が国経済の当面の「底割れ」の防止と、確実な底入れ・反転の実

現である。世界の金融危機や耐久消費財需要の急激な収縮などの要因による失業の急

増や資金繰り倒産などを最小限にとどめるべく、また、主要先進国と比べて一時的に

突出したマイナス成長幅に陥った我が国経済を国際協調の観点も踏まえて下支えする

べく、政府及び日本銀行は、可能な限りの最大限の措置を講じてきた。 

輸出や生産等一部に明るさが見えてきたとはいえ、今後とも、国内における雇用情

勢の一層の悪化やデフレが懸念されるところであり、また、過剰信用の巻き戻しなど

世界の金融・経済の不確実性は高い。政府は、「経済危機対策」1等に基づき、金融対策、

雇用対策などを中心に「当面の危機」を克服する。また、日本銀行に対しては、我が

国経済が、物価安定の下での持続的成長経路に復帰するため、引き続き政府との緊密

な連携の下で、適切かつ機動的な金融政策運営を期待する。 

第二の課題は、金融危機後の世界経済を見通し、産業構造・雇用構造を大きく転換

                                            
1 「経済危機対策」（平成 21年４月 10日） 
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することによって過度に外需に依存した経済成長から新たな持続的成長へと移行する

ことである。 

まず、低炭素、健康長寿、ソフトパワーなどの分野で世界最先端の「未来市場」を

創出し、市場とイノベーションの好循環を生み出すことにより、国際的な競争優位の

獲得と質の高い雇用の創造を図る。このためには、規制改革、モデル市場づくり、内

外の資本・人材・技術の集積が必要である。同時に、アジアを始め世界が直面する資

源・環境・広域インフラ整備等の課題解決に、我が国の優れた産業力・技術力をいか

して積極的に貢献しながら、世界の再成長の果実を国内に取り込む。 

内需と外需の「双発エンジン」によりけん引されるこうした新たな持続的成長プロ

セスを一刻も早く始動すべく、以上の二つの課題への対応を不可分一体なものとして、

2010 年度においても引き続き大胆に取り組む。 

 

３．社会の現状と課題 

少子高齢化の進行、企業・家族・地域の機能・役割の変容やつながりの希薄化、格

差の拡大傾向、若年失業の増大等を背景に、多くの国民が将来の生活に強い不安を抱

いている。我が国社会は「静かなる危機」に直面している状況にある。 

「希望と信頼」を次代に引き継ぐためには、国民の間の不安感の高まりに正面から

向き合い、すべての国民が参加する活力があり公正な「安心社会」の実現を全力で進

めていく必要がある。  

第一の課題は、制度や行政への信頼を回復し、強化することである。このためには、

安定財源の裏打ちの下で、年金・医療・介護など社会保障制度の「ほころび」を早急

に修復するとともに、信頼構築のための制度・行政基盤を早急に整えていく必要があ

る。また、新型インフルエンザ対策や消費者行政などの分野にも万全な対応が必要で

ある。 

第二の課題は、「雇用を軸とした安心社会」を実現していくことである。将来の人口

構造や産業構造を踏まえ、次代の日本を担う若者世代・子育て世代の支援・育成の強

化を始め、意欲あるすべての世代の人々の「働く安心」を基軸としながら、「子育て」、

「学びと教育」、「医療とコミュニティ」、「老後と介護」といった各分野での安心強化

のための施策を有機的、効果的に連携・強化していかなければならない。 

その際、「官から民へ」、「大きな政府から小さな政府へ」といった議論を超えて、「安

心社会」の実現に向けて無駄なく「機能する政府」への変革や、企業・ＮＰＯ・地域

などの参加と役割・責任分担による新たな「公」の創造を国全体の課題として位置づ

け直すことが必要である。 
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４．「安心と活力」の両立を目指して 

（１）「経済の危機」と「社会の危機」への一体的対応 

「経済の危機」と「社会の危機」への対応は、相互に補完し合い、強め合うことが

できる。老後や介護への安心を確保することにより、巨額の金融資産をいかした内需

主導成長が動き始める。若者世代の能力発揮や少子化対策の強化により、将来の成長

力が底上げされる。経済の過度のマイナス成長を防ぎ、「未来市場」にかかわる産業の

拡大を通じて、質の高い雇用を創出することは、日本型安心社会の基軸となる「雇用

の安心」をもたらす。 

経済と社会、どちらの危機への対応を優先するかという視点を超えて、双方の危機

に同時、かつ一体的に取り組む。安心と活力を高める上で不可欠な支出については、

政策にかかる費用とそのための安定的な財源を具体的に明示し、検討を早急に進める。

残された時間は短い。2010 年代前半から半ばにかけて、団塊世代が高齢世代入りし、

就職氷河期の若年世代は社会の中核を担うべき年齢に到達し始めることになる。 

 

（２）財政健全化と安心社会実現 

金融危機後の世界各国の財政状況の悪化から、国際的な長期金利の上昇傾向が見ら

れる中、我が国財政の持続可能性を確保し財政硬直化についてのリスクを最小化しつ

つ、安心社会を実現するためには、我が国財政について健全化への中長期的な取組姿

勢を市場からの信頼に足る形で明確に示すことが不可欠である。また、そのための財

源は、具体性・持続性・安定性を兼ね備える必要がある。以下を基本方針として、財

政健全化と安心社会実現に向けて取り組む。 

① 行政の無駄を不断に削減することは当然であり、徹底した行政改革と歳出改革

は継続する。ただし、経済危機的状況に照らし、果断な対応は適時適切に図る。 

② 「中期プログラム」2と「平成 21年度税制改正法」附則3の税制の抜本改革の規

定に則って、社会保障の機能強化と安定財源確保を着実に具体化する。 

③ 安心社会を実現するための雇用を軸とした新規施策（雇用・生活セーフティネ

ット、職業訓練、教育等の分野における新規施策）については、「安定財源なく

して制度改正なし」との原則に立って、税制抜本改革や歳出歳入改革の中で、

所要の財源を確保する。 

 

（３）当面の「最優先課題」（府省に広くまたがる横断的課題） 

以下を当面の「最優先課題」とし、関係府省は、予算・人材両面において最大限の

重点対応を行う。さらに、内閣主導で、府省横断的なプロジェクト・チームを設置す

る等により迅速かつ総合的な取組を図る。 

 

                                            
2 「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた『中期プログラム』」（平成 20年 12月 24日

閣議決定、平成 21年６月 23日一部改正） 
3 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 21年法律第 13号附則第 104条） 
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① 経済危機克服 

ⅰ) 経済と社会の安定の基軸である雇用については、雇用維持のための緊急取組に

加え、「次世代の日本を担う若年層」に対して職業能力向上と再挑戦の機会拡大

のための支援を強化する。その際、企業・自治体と連携しながら「縦割り」を

超えた政府横断的取組を図る。 

ⅱ) 同時に、新たな持続的成長プロセスを一刻も早く始動するため、 

・ 低炭素・環境共生型社会に向けて民間投資を引き出すための取組（制度改革・

先進モデル市場づくり・リスクマネーの供給・内外人材の集積等）を多年度に

わたり強化する。 

・ 地域経済の回復のため、各地域の取組を全力で支援する。国は、発想を転換し、

予算のみならず、人材・人脈・情報・アイデア・制度改革等執行面において各

地域の主導を最大限に支援する。 

・ 金融危機後の世界経済の再成長を確固たるものとするため、国際協力に関する

各省の取組（金融通貨協力、インフラ整備・環境・技術等、貿易投資、人材交

流等）を連携させ、戦略的な国際貢献を加速する。特にアジアとの間について

は、「共生型貢献」を進め、内需の基盤と成長の源泉をアジアへと拡大する。 

② 安心社会実現 

ⅰ) 社会保障の「ほころび」の修復なしに政府への信頼回復はない。税制抜本改革

を通じた安定財源の裏打ちを制度的に確保しつつ、社会保障の機能強化につい

て、効率化を図りつつも、緊急措置として前倒しで「先行実施」を図る。また、

少子化対策や子育て世代への支援を総合的に強化する。 

ⅱ) 安心社会実現のための具体的な道筋について合意を図るため政府与党一体で検

討を行うとともに、安心社会の基盤となる情報インフラ、行政体制、人材の傾

斜配置などへの取組を政府横断的に進める。 
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第２章 成長力の強化 

未来への投資を戦略的に進め、国民の夢を一つ一つ実現しつつ、我が国の成長力を

強化する。これにより、環境や人口減少等の制約を克服し、日本の底力を発揮させ、中長

期的な経済成長を実現し、安心社会の実現とあわせ、国民が回復を実感できる経済社会

を目指す。 

 

１．成長戦略の推進 

重点的・集中的な投資、戦略的なプロジェクトの実行、大胆な制度改革を実施し、短期

的な需要創出と中長期的な成長力強化の「二重の配当」を得るため、「新経済成長戦略

改訂版」4を基礎とした「未来開拓戦略」5等を実行する。多年度を視野に入れた対応を進

めることとし、平成21年度における取組の検証を本年度末までに行い、それを踏まえて平

成 22 年度以降の戦略を点検し推進する。 

 

（１）低炭素革命 

○ 太陽光発電・省エネ世界一プラン（2020 年頃に再生可能エネルギーの対最終エ

ネルギー消費比率を世界最高水準の 20％程度へ、太陽光発電を 20 倍程度へ）、

エコカー世界最速普及（2020 年に新車販売の５割へ）、低炭素交通・都市革命、

資源大国実現プランを推進する。 

＜主な施策＞ 

・ 太陽光発電の導入抜本加速、風力・小水力等再生可能エネルギーの利用推進、

建築物のゼロエミッション化の加速的展開、温室効果ガス排出の少ない省エネ

機器等の加速的普及、国内クレジット制度の活用、環境・エネルギー革新技術

等の開発・実証の集中実施、環境ビジネスへの投資促進、ＣＯ２排出量の「見え

る化」等、カーボン・オフセット6の普及。 

・ 次世代自動車などエコカーの需要拡大、国際競争力の強化。 

・ 低炭素交通機関の世界最速開発・最速普及（超電導リニア、フリーゲージトレ

イン等）、低炭素交通インフラ整備等の集中対策（国土ミッシングリンク、スー

パー中枢港湾・産業港湾インフラ、モーダルシフト7対策、整備新幹線等）、我

が国高速鉄道システム等の海外展開、公共交通機関の利用促進、コンパクトで

人と環境に優しい都市・地域づくり。 

・ レアメタル等を含む製品のリサイクルシステムの構築、廃プラスチックの総資

                                            
4 「新経済成長戦略のフォローアップと改訂」（平成 20年９月 19日閣議決定） 
5 「未来開拓戦略」（平成 21年４月 17日） 
6 自らの温室効果ガス排出量のうち、削減が困難な量の全部又は一部を、他の場所で実現した温室効果

ガスの排出削減や森林の吸収等をもって埋め合せる活動。 
7 貨物輸送において、環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送・内航海運の活用により、輸

送機関（モード）の転換（シフト）を図ること。 
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源化、先進国型シップリサイクルの推進による鉄資源の確保と低炭素化への貢

献、アジアにおける資源循環システムの構築、森林吸収源対策など森林の整備・

保全と木材・木質バイオマス利用の推進、世界水ビジネス市場に参入、安全を

前提とした原子力発電及び核燃料サイクルの推進・原子力産業の国際展開の推

進、原子力教育の推進、上流権益確保への支援強化、海洋資源の探査・開発促

進、クリーンアジア・イニシアティブ等の推進。 

・ 環境保全の取組によって経済を再生させる「緑の経済と社会の変革」に向け、

低炭素社会、循環型社会、自然共生社会への移行等を推進。 

 

（２）健康長寿 

○ 介護機能強化プラン（介護雇用を３年間で 30 万人創出）、地域医療強化・健康

産業創出プラン、医療・介護福祉新技術イノベーションプラン（未承認薬等の開

発支援・承認審査迅速化、新型インフルエンザワクチンの開発・生産期間短縮等）

を推進する。 

＜主な施策＞ 

・ 介護人材の処遇改善に向けた取組、介護職員等の資格取得等のキャリア形成支

援、介護基盤の緊急整備等、バリアフリー化等の推進のためのインフラの重点

整備。 

・ 地域医療の再生、大学病院の機能強化、医療拠点病院の強化等、医療機関に対

する優遇融資拡充、地域総合健康サービス産業創出プロジェクト。 

・ がん等の戦略的分野における医薬品・医療機器・再生医療の開発・橋渡し・実

用化加速国家プロジェクトの中長期的戦略に基づく推進、医薬品・医療機器の

承認までの期間の短縮、安全対策の体制強化、世界トップレベルの新型インフ

ルエンザ対策、生活支援ロボット等実用化の推進、医療ＩＴ化推進。 

 

（３）魅力発揮 

○ 農林漁業潜在力発揮プラン（植物工場を３年以内に３倍増）、ソフトパワー発揮

プラン（2020 年にコンテンツ輸出比率を米国並みへ）、世界に誇る観光大国実現

（2020 年までに訪日外国人旅行者数 2000 万人へ）、人財力強化・技術力発揮プ

ラン、ＩＴ底力発揮戦略を推進する。 

＜主な施策＞ 

・ 緑と水の環境技術革命、耕作放棄地解消、農山漁村ＩＴ活用総合化、食品産業

グリーンプロジェクト、先進的モデルの実施、ものづくり技術をいかした農林

漁業の付加価値拡大。 

・ 林業・木材産業の再生に向け、持続的林業経営の確立、「緑の雇用」の推進、間

伐材の総合利用に向けた路網整備・機械化、生産・加工・流通体制の整備、国

産材の需要拡大等を推進。力強い水産業の確立に向け、漁業収益力の向上等に

よる燃油価格の変動等にも対応し得る持続的経営の確立、産地販売力の強化、
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漁業の就業者対策、地産地消等消費拡大、漁場の整備等を推進。 

・ ソフトパワーの海外展開支援、次世代著作権取引支援システムの整備、地域ソ

フトパワー発信・活用の強化。 

・ 国際競争力の高い魅力ある世界有数の観光地の形成、世界からのアクセス抜本

改善（訪日査証の見直し、羽田・成田空港の機能強化、関西空港・中部空港の

フル活用、空港入国審査待ち時間の短縮等）、日本ブランド発信強化による需要

拡大、訪日外国人旅行者への外国語対応の強化。 

・ 小中高校における理数教育、社会・職業への円滑な移行のためのキャリア教育・

職業教育の強化、世界トップレベルの研究環境実現、大学等における教育研究

の水準向上、創造性に富んだ若手研究者の育成、超小型衛星システムの開発や

中小企業・ベンチャー等の活用による宇宙開発利用分野での新市場創造等、地

域の産業構造の変革、雇用の安定に向けたセーフティネットの強化、人材育成

の推進等。 

・ グリーンＩＴで世界をけん引、ＩＴを活用したリーディング産業の競争力強化

と地域・中小企業の活性化、ＩＴを活用した地域の活性化等、ＩＴによるアジ

ア知識経済圏の構築等、電子行政の加速、ＩＴ社会基盤の整備、高度ＩＴ人材

等の育成強化、先進的デジタルネットワークの構築。 

・ デジタル放送の送受信対策、デジタル受信機器の普及促進、公共施設のデジタ

ル化等、地上テレビジョン放送のデジタル化の推進を始めとするＩＣＴ基盤の

整備等の推進。 

・ ＩＴ戦略本部において決定する「デジタル新時代への戦略」（仮称）を早期に策

定し、着実に施策を実施。 

・ 国民電子私書箱（仮称）は、平成 25年度までの整備を目指し、既存のシステム

の利用を視野に社会保障番号・カード（仮称）と一体的に検討し、本年度中に

基本構想を策定。 

・ 「第２次情報セキュリティ基本計画」8 に基づき、「セキュア・ジャパン 2009」

の施策を着実に実施し、情報セキュリティ対策を推進。 

 

２．アジア・世界の持続的成長への貢献 

① アジア経済倍増へ向けた成長構想等 

・ アジアの経済規模が 2020 年に現在より倍増することを目指すとともに、世界の

成長センターであるアジアの強みを最大限いかし、我が国がアジアとともに発

展する道筋をつける。そのため、東アジア・ＡＳＥＡＮ経済研究センター（Ｅ

ＲＩＡ）等が、「アジア総合開発計画」を策定するなど、アジア諸国と協力しな

がら、我が国の国際公約に則り、アジアの広域開発を推進するとともに、アジ

アの内需拡大に向けた制度整備等を進める。 

                                            
8 「第２次情報セキュリティ基本計画」（平成 21年２月３日） 
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・ アジア諸国との物流面の連携強化等を図るため、新たな総合物流施策大綱を平

成 21年中に策定し、物流施策を推進する。 
・ アジアの金融市場安定のため、チェンマイ・イニシアティブのマルチ化の早期

実現など、アジア域内の金融協力強化に、ＡＳＥＡＮ＋３諸国と緊密に連携し

積極的に取り組む。 
・ アジア諸国を中心に「法制度整備支援に関する基本方針」9を踏まえ、法制度整

備支援を推進する。 

② ポスト京都議定書の枠組みづくりへの貢献等 

・ 「京都議定書目標達成計画」10及び「低炭素社会づくり行動計画」11に基づく取

組を推進する。 

・ 先進国は 2015 年、途上国は 2025 年に排出量をピークアウトするとともに、2050

年までに世界全体での半減につなげるため、我が国として 2020 年に 2005 年比

15％削減するとの中期目標12及び2050年に60～80％削減するとの長期目標を掲

げ、本年 12 月の気候変動枠組条約第 15 回締約国会議での、米中印等の主要排

出国を始めとする「全員参加」型の公平で実効性ある次期枠組みの合意を目指

し、イニシアティブを発揮する。このため、次期枠組みに責任を共有して参加

する途上国への技術移転、革新技術や原子力の開発・適切な普及等にも力を入

れ、今後の国際交渉に全力で取り組むとともに、低炭素革命実現に向け各界各

層で一致協力した行動を進める。 

・ アジア・世界の生物多様性の保全と持続可能な利用を促進するため、2010 年 10

月に愛知県名古屋市で開催される生物多様性条約第 10回締約国会議に向け、議

長国としてリーダーシップを発揮する。 

③ 高度人材受入促進と対日投資の拡大 

・ 外国高度人材受入れの推進組織など体制の整備を図るとともに、「外国高度人材

受入政策の本格的展開を」13に即し、本年秋までにアクション・プログラムを策

定し、必要な政策を実施する。 

・ 「対日直接投資加速プログラム」14に則って、対日投資の拡大を進めるとともに、

内外無差別原則の例外である外資規制の在り方について包括的検討を引き続き

進める。 

・ 海外投資家の我が国金融・資本市場への投資の促進を検討する。 
④  経済連携、新興国・資源国との関係強化等 

・ 多角的自由貿易体制の維持・強化に向け、保護主義の抑止とＷＴＯドーハ・ラ

ウンドの早期妥結に取り組む。民間知見を活用し、途上国の一村一品運動を支

                                            
9 「法制度整備支援に関する基本方針」（平成 21年４月 22日） 
10 「京都議定書目標達成計画」（平成 20年３月 28日閣議決定） 
11 「低炭素社会づくり行動計画」（平成 20年７月 29日閣議決定） 
12 省エネなどの国内での努力を積み上げて算定したもの（いわば「真水」の目標）。 
13 「外国高度人材受入政策の本格的展開を」（平成 21年５月 29日） 
14 「対日直接投資加速プログラム」（平成 20年 12月 11日改定） 
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援する。 
・ 経済連携協定については、「2010 年に向けたＥＰＡ工程表」15に基づき、引き続

き積極的に推進するとともに、投資協定等の締結を推進する。 

・ 2010 年に我が国が議長を務めるアジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）において、 

地域の統合と発展に向けた新たなビジョンを示し、その実現に向けリーダーシ

ップを発揮する。 
・ 中東・ロシア・中南米・アフリカ等の新興国・資源国と産業協力による重層的

関係を強化する等、エネルギー安全保障の強化や新興市場の拡大に取り組む。 

・ 海外への農業投資の促進などにより、世界及び我が国の食料安全保障に資する。 

⑤ 総合的な外交力強化 

・ 戦略的国際協力の推進、知的交流や日本語普及を含むソフトパワー発揮等の政

府の対外的機能につき、在外公館、マンパワー等の外交実施体制を軸に、ＮＧ

Ｏ等外部人材の積極的活用を含め、できるだけ早期に総合的な外交力を質・量

双方で強化する。 

・ 対アフリカ政府開発援助の倍増、クールアース・パートナーシップ構築等の国

際公約を着実に実施し、地球規模課題に対する指導力発揮、テロとの闘い、核

軍縮等の気運の高まりを踏まえた軍縮・不拡散の推進、平和構築の人材育成や

人間の安全保障を含め、国際社会での責任ある役割を果たす。これらの戦略的

援助に必要な事業量を確保する。 

・ 円借款の更なる迅速化を図る。ＪＩＣＡの海外投融資業務について、開発効果

の高い新しい需要に対応するため、早急に過去の実施案件の成功例・失敗例等

を十分研究・評価し、本年秋を目途にＪＩＣＡ・関係省を中心に協議の上、き

ちんとした執行体制を確立し、関係省によるチェック体制を整備した上で実施

する。 

・ 科学技術外交及び宇宙外交を強化する。 

 

３．農政改革 

「産業としての持続性」、「食料の供給力」、「農山漁村の活力」の三つを再生する

ため、農政改革を進め、農林水産政策の新たな展開を図る。 

  

・ 新たな「農地法」16について、生産現場等への浸透を図り、農地集積加速化事業

等を通じて農地の面的集積を進め、多様な経営体の参入や連携を進めるととも

に、平成23年度を目途に農業上重要な地域を中心に耕作放棄地を解消する。新

たな構造展望を明確にするとともに、担い手の育成、農地の利用集積を進展さ

せるための総合的な工程表を作成する。 

                                            
15 「経済財政改革の基本方針2008」（平成 20年６月 27日閣議決定） 
16 「農地法等の一部を改正する法律」（平成 21年６月 17日成立） 
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・ 現在の水田農業の構造改革が遅れていること、生産調整の実施者に不公平感が

あることを踏まえ、自給力の向上のための米政策・水田農業の在り方について

検討を進める。世界的な食料需給のひっ迫の可能性も踏まえ、大豆・麦・米粉・

飼料米などの定着・拡大が進むような思い切った生産振興策を検討し、早期に

実施に移す。 

・ 若者が農業に魅力を感じられるようにするとの観点から、生産・流通・販売の

各段階における改革を通じて農業・農村の所得増大が図られるよう取り組む。

農業経営体の参入促進・育成・支援に関する施策の充実を図る。 

・ 従来の直接支援に加え、農山漁村が本来有する自然環境の保全など様々な機能

の向上や地域社会の維持を図るための支援策について検討し、早期に実行に移

す。 

・ バイオマス資源や自然エネルギー資源など農山漁村の潜在力をいかした新産業

の創出を支援し、地域の活性化に役立てる。 

 

４．地域発の成長 

活力と独自性のある地域づくりを進め、地域発の成長を実現する。 

 

・ 太陽光発電の導入加速や低炭素交通インフラ整備等の低炭素革命、地域医療再

生等の健康長寿、農林漁業の潜在力発揮、観光大国等の魅力発揮、ＩＴ底力発

揮戦略、といった成長戦略を地域において推進し、地域発の成長につなげてい

く。 

・ 地域交通の活性化、内航海運の活性化を図るとともに、地域におけるまちづく

りへの支援や地域の実情に応じた活性化策等を推進する。 

・ 離島航路・産業の再生を図るとともに、離島における子弟教育の充実や適切な

医療の確保への取組なども含めた離島地域の実情に応じた活性化策等を積極的

に推進する。 

・ 商店街が地域コミュニティの担い手として重要な役割を果たすことを踏まえ、

空き店舗利用、地域資源活用等による商店街活性化の取組を積極的に推進する。 

・ 住宅・建築物の耐震化、長寿命化等の促進、既存住宅の流通促進など住宅スト

ックの有効活用、資金調達の円滑化等により、住宅投資の活性化、離職者の居

住安定確保等を図る。 

・ 地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえ、地方分権改革を着実に推進する。 

・ 地方分権改革の推進とあいまって、「地方再生戦略」17等に基づき、地域の人材

力強化、地域力の創造等に取り組む。 
・ 「定住自立圏構想」18により定住を促進する取組を、各府省連携して推進する。 

                                            
17 「地方再生戦略」（平成 20年 12月 19日改定） 
18 「定住自立圏構想」（平成 20年５月 23日） 
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・ 現行「過疎法」19の失効を控え、厳しい現状を踏まえた新たな過疎対策に取り組

む。 

 経済情勢を踏まえた地方財政計画の策定等を通じ、地方団体の安定的な・ 財政運

・ （仮称）の制定に向けて、

・力強い子どもの成長を支える子ども農山漁村交流プロジェクトを着実に推進し、

都市と農山漁村の共生・対流の推進を図る。 

５．中小企業の活性化と研究開発の強化

営に必要となる地方税、地方交付税等の一般財源の総額を確保する。 

・ 直轄事業について検討を行い、情報開示の充実等必要な措置を講ずる。 

 地方分権改革の推進を図った上で、「道州制基本法」

内閣に「検討機関」を設置する。 

 

 

①

・

、「下請法」21等による取締り強化等を通じて、中小企業を総

・ 需の

慮する。また、「小規模企業共済制度」を拡充する。 

②

・

育成を図るとと

・

を推進し、基礎研究も含め我が国の研究開発力

・

ルな研究開発の拠点形成等のイノベーション創出に

・ 期知的財産戦略の基本方針」23に基づき、グローバルな知財戦略を推進す

                                           

 中小企業の活性化 

 ものづくり基盤技術や次世代産業を支える技術の開発、人材の育成・活用など

による雇用のミスマッチ解消、国内外市場の販路開拓、経営や事業再生の支援、

「独占禁止法」20

合的に支援する。 

 資金繰り対策に万全を期するほか、ダンピング対策の充実等を図り、官公

受注機会の確保に配

 研究開発の強化等 

 将来のイノベーションの源泉となる基礎科学力強化や出口を見据えた研究開発

の促進に取り組む。また、「研究開発力強化法」22等に基づき、産学官連携の強

化、研究成果の実用化促進、研究支援体制強化、多様な人材の

もに、次期科学技術基本計画の策定に向けた検討を進める。 

 我が国を代表する研究者が研究に専念できる新たな研究者最優先の支援制度等

により、世界最先端の研究開発

や国際競争力の強化を図る。 

 革新的な環境・エネルギー技術や先端医療技術、デジタル技術、新型インフル

エンザ等感染症対策、防災対策、気候変動対策等、成長力強化と安全・安心確

保につながる研究開発を推進する。産学官連携の拠点形成を通じた科学技術に

よる地域活性化やグローバ

向けた取組を推進する。 

 「第３

 
19 「過疎地域自立促進特別措置法」（平成 12年法律第 15号） 
20 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和 22年法律第 54号） 
21 「下請代金支払遅延等防止法」（昭和 31年法律第 120号） 
22 「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関

する法律」（平成 20年法律第 63号） 
23 「第３期知的財産戦略の基本方針」（平成 21年４月６日） 
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る。 

 「宇宙基本計画」・

全等を図るため、利用システム・研究開発プログラム等の施策を推進

 海洋資源の開発・利用等「海洋基本計画」25に基づく施策を総合的に推進する。 

６．規制・制度改革

24 に基づき、研究開発力を高めつつ、利用重視の政策に転換

するとともに、国民生活の向上、安全保障の強化、産業育成、国際協力の推進、

環境の保

する。 

・

 

 

する推進組織間の連携の強化等により、規制・制度改革の実効性の

向上を図る。 

 

・ て、

・ ついて、

・ 重点点検を平成 21 年中に実施し、その結果を踏まえ、

・ 、

・ 、今後の推進体制について検討

することとし、平成 21年度中に成案を得る。 

                                           

成長力の強化に向けて、規制・制度改革に取り組んでいく必要がある。新たな産

業や技術により国際競争力を強化し、新規の需要と雇用の創出に資するよう、「規制

改革推進のための３か年計画（再改定）」26等に沿って積極的に取り組むとともに、

規制改革に関係

 ライフサイエンス分野等の新事業創出が見込まれる革新的なテーマについ

資金面での支援に加え、規制・制度改革要望に係る検討・支援を行う。 

 医師と看護師等の間の役割分担の見直し（専門看護師の業務拡大等）に

専門家会議で検討を行い、平成 21年度中に具体策を取りまとめる。 

 ＩＴ利活用促進のための

所要の措置を講ずる。 

 休暇の取得・分散化を促進するため、内閣官房と観光庁は、関係省庁、経済界

労働界、教育界と連携して具体的な検討を行い、今秋までに結論を得る。 

 規制改革会議がその設置期限を迎えることから

 
24 「宇宙基本計画」（平成 21年６月２日） 
25 「海洋基本計画」（平成 20年３月 18日閣議決定） 
26 「規制改革推進のための３か年計画（再改定）」（平成21年３月 31日閣議決定） 

 12

1216



 

第３章 安心社会の実現 

安心社会の実現のために、社会保障の機能強化・効率化と雇用を軸とした生活安

心保障の再構築を進める。その財源については、第１章 ４．（２）の基本方針に従

って確保する。また、消費者政策を始めとする安全・生活の確保等、防衛・防災・

治安等や教育の再生に取り組む。 

 

１．生活安心保障の再構築 

（１） 安心社会とは 

・ 「安心社会」とは、国民が活き活きと働く機会が確保され、働くことが報われ

る公正で活力ある社会であり、また、人が助け合い、いたわり合い、支え合う

社会である。こうした安心社会を実現するためには、現役世代支援も含めて、

全生涯・全世代を通じての「切れ目のない生活安心保障」を再構築する必要が

ある。 

・ このため、持続可能性を確保しながら、社会保障の機能強化・効率化を図るこ

とにより、高齢者施策を中心とする社会保障の「ほころび」に対応する。加え

て、人生前半の安心保障について、若年層の雇用を軸とした生活安心保障を再

構築するとともに、子どもの成長過程や生活に対応して少子化対策を抜本的に

拡充し、社会の「安心」と「活力」を両立させる必要がある。 

 

（２） 安心社会実現の道筋 

・ 上記の生活安心保障を再構築する取組を、中期的に下記の３つの局面に沿って

同時に進める。その際、新たな費用負担を伴う施策については、国民の納得が

得られるよう税制抜本改革を実施する前までに、改革内容や費用額を具体的に

明らかにする。あわせて、格差の是正・固定化防止等の政策で、少子化対策に

含まれる政策については、「中期プログラム」の枠内での確立・制度化を検討する。 

① 安心再構築局面（2009 年度～2011 年度頃） 

この期間においては、優先課題の着実な実施と安心基盤の設計を行う。 

・ 「中期プログラム」で示された社会保障の機能強化・効率化のうち、2011 年度

までに実施すべき重要事項については、先般成立した平成 21年度第１次補正予

算27で対処することとなっている優先課題など（別紙１参照）を軸に、着実に実

行に移す。 

・ 上記社会保障の機能強化・効率化のうち、2010 年代半ばに向けた取組について

は、税制抜本改革の検討にあわせて、「中期プログラム」の別添工程表で示され

た諸課題（別紙２参照）を軸に検討を進め、対応策の具体化を行う。 

・ 子育て等に配慮した低所得者支援策（給付付き税額控除等）について、財源確

                                            
27 「平成 21年度一般会計補正予算（第１号）」（平成 21年５月 29日） 
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保方策とあわせ、制度設計の論点を含めて検討する。 

・ 幼児教育、保育のサービスの充実・効率化・総合的な提供、財源確保方策とあ

わせた幼児教育の無償化について総合的に検討する。 

・ 雇用・生活保障セーフティネット（職業能力開発と一体となった求職者の所得

保障）の整備・改善の財源の在り方を含めた検討、職業訓練やジョブ・カード

制度の拡充、高等教育における職業適性診断等職業指導の推進、国と地方の連

携による地域のニーズに対応した職業能力開発の実施、非正規雇用から正規雇

用への転換促進、非正規雇用の待遇格差の是正（社会保険の適用拡大など）、仕

事と生活の調和の推進など、雇用を軸とした生活安心保障政策の再構築を行う。 

・ 高齢者医療制度について、高齢者の心情等に配慮しつつ、より良い制度への見

直しを着実に進める。 

・ 高額療養費制度等について、患者負担の現状や医療保険財政の状況等を踏まえ

つつ、その在り方を検討する。 

・ 住まい・まちづくりと連動した単身高齢者等への支援（都市部を始めとするケ

ア付き住宅や介護施設・拠点の整備、日常生活・見守りの支援、住替えの支援

等）を強化する。 

② 安心回復局面（2011 年度頃～2010 年代半ば） 

この期間においては、持続可能な財政構造の確立にあわせて、安心基盤を重点

的に整備する。 

・ 安定財源を確保した上で、2015 年までの「医療・介護及び子育てサービス・人

材整備」目標を実現する。 

・ 幼児教育、保育のサービスの充実・効率化・総合的な提供を推進する。 

・ 子育て等に配慮した低所得者支援策（給付付き税額控除等）の検討を踏まえた

対応、所得課税や資産課税の見直しを通じた格差是正を行う。 

・ 修学困難な高校生・大学生への公平な教育機会の確保のための制度（授業料減

免等教育費負担の軽減）の質的充実・拡大、若年層の人材投資（留学・研修へ

の支援）の拡充を行う。 

③ 安心充実局面（2010 年代半ば～2020 年代初め） 

この期間においては、団塊世代が年金生活に入る本格的な高齢時代到来も踏ま

えながら、各世代に対応したきめ細やかな以下の施策を通じて、安心の充実を

図る。 

・ 若者世代：国際性や専門性が発揮できるような集中的な人材投資。 

・ 子育て世代：少子化傾向の反転につながる充実した子育てと就労の両立支援策。 

・ 働き盛りの中年世代：地域参加とリカレント教育（社会人に対する再教育）等

を通じた複線化したキャリアパスの形成支援。 

・ 高齢世代：雇用や地域活動への参加機会の確保等を通じた「生涯現役社会」の

促進、地域の中での生活支援・介護体制の整備。 
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（３） 安心社会に向けての行政基盤の強化 

・ 安心社会に向けた行政基盤を強化するため、国民への総合的なサービスの提供、

閣僚主導にふさわしい規模、地方分権の徹底、官民挙げた人材の投入などの視

点を踏まえ、現行の行政組織の見直し・再編へ向けた検討を行う。 

・ 子育て支援、仕事と子育ての両立などの「少子化対策」や、困難を抱える子ど

も・若者を助け、自立させるための対策を始めとする各般の「子ども・若者支

援策」を総合的に推進するため、内閣府の体制を強化する。 

 

２．安全・生活の確保等 

① 消費者政策等 

・ 消費者庁を創設するとともに、地方の相談窓口の充実や消費者教育の一体的な

取組を図るなど、消費者行政を推進する。 

・ 公文書管理法制を確立し、国立公文書館を中心に公文書管理の体制を整備する。 

・ 輸入食品の監視等、食品の安全性の確保に係る取組を推進する。 

・契約内容の適正化等安心して民間賃貸住宅等に居住できる市場環境を整備する。 

② 生活支援等 

・ 障害者の生活支援や就労支援、雇用維持・拡大等の施策を進めるとともに、「自

立支援法」28を見直す。 

・ 児童相談所の機能強化等児童虐待防止対策の強化を図る。 

・ 生活困窮者、失業者等に対する相談支援を推進する。 

・ 男女共同参画センターや女性センターなどによる女性のライフコースを通じた

相談やネットワーク構築の推進を支援する。また、女性の就業支援を推進する。 

・ 子ども等への日本語指導等を含めた定住外国人への支援を推進する。 

・ 公的賃貸住宅への子育て支援施設の併設等を推進する。 

・ 生涯を通じて歯及び口腔の健康を保持する社会を目指し、8020 運動29を推進す

る。 

 がんの総合的な対策を講・ ずるとともに、難病対策を推進する。原爆被爆者対策

・ 、これまでの取組状況も踏まえ、国際的な協

 子どもの健康と環境に関する研究の推進等、国民の安心を環境面で確保する。 

 

                                           

を総合的に推進する。 

 新型インフルエンザ対策について

力も含め、万全の対応を図る。 

・

 
28 「障害者自立支援法」（平成 17年法律第 123号） 
29 80 歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目標とした歯科保健の普及啓発活動。 
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３．防衛・防災・治安等 

① 防衛 

・ 北朝鮮によるミサイル発射、核実験など厳しさを増す安全保障環境に適切に対

処するとともに、任務の多様化・国際化への対応を図るため、人的基盤や情報

機能の重要性も踏まえつつ、「防衛計画の大綱」30の修正等の検討を進め、国の

諸施策との調和を図る中で、効率的な防衛力の整備を着実に推進する。 
・ 米軍再編関連措置を着実に進める。 
・ 選択と集中の考え方の下、真に必要な防衛生産・技術基盤の確立に努めるとと

もに、防衛調達等の改革を実施する。 
② 防災 

・ 集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、大規模地震、大規模水害・

土砂災害、津波・高潮、豪雪、火山噴火等への防災・減災対策、渇水対策、社

会資本ストックの予防保全対策、消防を戦略的・重点的に実施する。災害時等

の安全な通行を確保するための道路整備、学校等の耐震化について、引き続き

推進する。 

・ 「宇宙基本計画」及び「地理空間情報活用推進基本計画」31に基づき、衛星によ

る測位・監視技術等の活用による災害・安全保障情報の迅速な提供等を推進する。 

・ 地籍整備を推進する。 

③ 治安等 

・ 「犯罪に強い社会の実現のための行動計画 2008」32を進め、「世界一安全な国、

日本」を目指す。また、犯罪の見逃し防止及び公衆衛生の向上のため、法整備

に向けた動きも踏まえつつ、死因究明制度に係る施策を着実に推進する。 

・ 海賊対策、海上保安の確保等海洋の安全、密輸阻止等の水際対策を推進する。 

・ 「第８次交通安全基本計画」33に基づく取組を推進し、今後 10 年間で交通事故

死者数の半減を目指す。また、「地域自殺対策緊急強化基金」の活用などを通じ、

自殺対策を強化する。 

・ 「官邸における情報機能の強化の方針」を踏まえ、内閣の情報機能を強化する。 
・ 「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第２次行動計画」等を着実に実

施する。 
・ 北方領土隣接地域の特殊事情等にかんがみ、交流等事業、隣接地域の振興、後

継者の育成等を推進する。 
・ 司法制度改革の一環として、裁判員制度の円滑な実施・定着及び日本司法支援

センターの業務と体制の充実を図る。 

・ 地域の暮らしを守る鳥獣被害対策を着実に推進する。 

                                            
30 「平成 17年度以降に係る防衛計画の大綱」（平成 16年 12月 10日閣議決定） 
31 「地理空間情報活用推進基本計画」（平成 20年４月 15日閣議決定） 
32 「犯罪に強い社会の実現のための行動計画 2008」（平成 20年 12月 22日） 
33 「第８次交通安全基本計画」（平成 18年３月 14日） 
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４．教育の再生 

・ 「教育基本法」34の理念を実現し、公平な教育機会を確保するため、公教育の質

の向上を図る。そのため、「教育振興基本計画」35等に基づき、①初等中等教育

については、新学習指導要領の円滑な実施、幼児教育、特別支援教育、国語教

育、外国語教育、徳育や読書・体験活動の充実、「スクール・ニューディール」

構想の推進、教員が一人一人の子どもと向き合う環境づくり、教職員定数の適

正化や多様な手段を通した学校のマンパワーの充実、学校の事務負担軽減、教

育的観点からの学校の適正配置、②高等教育については、国際的に開かれた大

学づくり、高等教育の教育研究基盤の充実、競争的資金の拡充などの新たな時

代に対応した教育施策に積極的に取り組む。 

・ 安心して教育が受けられる社会の実現に向けて、各学校段階の教育費負担に対

応するため、所要の財源確保とあわせた中期的な検討を行いつつ、当面、軽減

策の充実を図る。 

・ スポーツが人間形成に重要な役割を果たすことにかんがみ、武道教育の推進や、

スポーツ立国を目指し、オリンピック等の招致、国際競技力の向上、地域スポ

ーツの振興、これらのための体制の充実などを推進する。「青少年育成施策大綱」

に基づく青少年の健全育成や、「食育推進基本計画」36に基づく食育を推進する。

日本文化の発信や文化財の保存・活用、子どもの文化芸術体験など文化芸術を

振興するため、総合的な施策を推進する。 

                                            
34 「教育基本法」（平成 18年法律第 120号） 
35 「教育振興基本計画」（平成 20年７月１日閣議決定） 
36 「食育推進基本計画」（平成 18年３月 31日） 
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第４章 今後の財政運営の在り方 

 

「短期は大胆、中期は責任」との観点から、今後の財政運営を行う。 

 

１．平成 22年度予算の基本的考え方 

（１） 今後の経済動向と当面の経済財政運営の考え方 

・ 我が国経済は、雇用情勢の一層の悪化が懸念されるものの、輸出や生産に明る

い動きが見られ、「経済危機対策」を含む累次の景気対策の着実な実施により、

景気は底割れが回避され、先行きは緩やかに持ち直していくことが期待される。 

・ 平成22年度においては、世界経済の改善に応じて外需が回復するとともに、対

策の効果が引き続き発現し、民需の持ち直しの動きが徐々に進展していくこと

が見込まれ、景気の回復が確かなものとなることが期待される。 

・ しかしながら、雇用の大幅な調整、物価の下押し圧力によるデフレ懸念、世界

の景気後退長期化のおそれ等の我が国経済を下振れさせるリスクが存在するこ

とに留意する必要がある。 

・ 政府は、引き続き景気回復を最優先で進める。「経済危機対策」においては、多

年度を視野に入れ、時宜を得た様々な施策を講ずることとしており、これらを

着実に実施することにより景気を回復させるとともに、中長期的に、日本経済

の成長力を高めていく。また、本「基本方針2009」に基づき、安心と活力を両

立させる国づくりへの取組を加速する。 

・ 経済危機的状況に照らし、果断な対応を適時適切に図る。 

   

（２） 平成22年度予算の方向 

・ 平成22年度予算は、持続的な経済成長と財政健全化の両立を図る上で重要な予

算である。「基本方針2006」等37を踏まえ、無駄の排除など歳出改革を継続しつ

つ、安心・安全を確保するために社会保障の必要な修復をするなど安心と活力

の両立を目指して現下の経済社会状況への必要な対応等を行う。 

 

（安心と活力のための予算編成） 

・ 上記の基本姿勢に沿って、昨年度とは異なる概算要求基準を設定し、メリハリ

の効いた予算編成を行う。 

・ 経済社会状況への対応等として、「第１章 ４．（３）当面の『最優先課題』」と

ともに、「第２章 成長力の強化」、「第３章 安心社会の実現」に述べた取組を

推進する。そのため、予算面において所要の対応を行うことを含め、予算配分

                                            
37 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」（平成 18年７月７日閣議決定）、「経済財政改革の

基本方針 2007」（平成 19年６月 19日閣議決定）、「経済財政改革の基本方針 2008」（平成 20年６月 27

日閣議決定）等 
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の重点化・効率化を行う。 

・ 各府省の予算要求に当たっては、成果目標を掲げ、事後評価を十分に行い、予

算の重点化に活用するなど、ＰＤＣＡサイクルを着実に実施する。 

 

（３） 新たな行政改革の取組 

・ 不断の行政改革の推進と無駄排除の徹底を継続していく。 

・ 簡素にして温かい政府を創るため、「量の改革」とともに、政府全体としての具

体的な取組方針38に基づく「質の改革」を進める。 

・ 国民全体の奉仕者として、責任を自覚して職務を遂行する等のため、国家公務

員制度改革を着実に実行する。 

・ 新たな定員合理化計画（５年間で10％以上）を策定するとともに、「出先機関改

革に係る工程表」39に沿って出先機関の事務・権限の移譲に伴う人員の地方移管

等を進めるための取組を行う。 

・ 人事院に対し、今夏勧告時に地域別官民給与の実態を公表し、その状況も踏ま

えつつ、俸給表水準について必要な見直しを検討するよう要請40している。 

・ 独立行政法人について、来年度に中期目標期間が終了する統合予定法人の見直

しを前倒す等により、「独立行政法人整理合理化計画」41を確実に実施する。 

・ 独立行政法人、特殊法人等、国と特に密接な関係を持つ公益法人等における役

員の報酬・退職金について、「公務員制度改革大綱に基づく措置について」等42

の趣旨を踏まえ点検を行う。 

                                           

・ 重要対象分野である地震対策及び医師確保対策の政策評価を推進する。 

 

 
38 「『質の行政改革』に関する取組方針」（平成 21年６月 19日） 
39 「出先機関改革に係る工程表」（平成 21年３月 24日） 
40 「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成 20年 11月 14日閣議決定） 
41 「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19年 12月 24日閣議決定） 
42 「公務員制度改革大綱に基づく措置について」（平成 14年３月 29日）、「独立行政法人整理合理化計

画」（平成 19年 12月 24日閣議決定）、「行政改革の重要方針」（平成 17年 12月 24日閣議決定、平成

18年６月 16日一部改正）、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成 20年 11月 14日閣議

決定）、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」（平成８年９月 20日閣議決定、平成 18年８月 15日

一部改正） 
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２．財政健全化目標 

「短期は大胆、中期は責任」との方針の下、経済成長や社会保障制度を持続可能

なものとするため、以下の目標を掲げ、財政健全化の取組を進める。 

 

・ 財政の持続可能性を確保するため、財政健全化目標の基本として国・地方の債

務残高対ＧＤＰ比を位置付け、これを 2010 年代半ばにかけて少なくとも安定化

させ、2020 年代初めには安定的に引き下げる。 

・ このため、今後 10 年以内に国・地方のプライマリー・バランス43黒字化の確実

な達成を目指す。さらに、我が国の債務残高が他国に類例を見ないほどの高い

水準にあることから、利払い費を含む財政収支の均衡を視野に入れて、収支改

善努力を続ける。 

・ 当面の経済財政運営に当たっては、まずは景気を回復させ、５年を待たずに国・

地方のプライマリー･バランス赤字（景気対策によるものを除く）の対ＧＤＰ比

を少なくとも半減させることを目指すが、この目標については、現下の世界経

済等の流動的要素にかんがみ、時宜に応じた検証を行う。

                                            
43 プライマリー・バランスは、基礎的（初期的）財政収支を意味する。 
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別紙１  

 

 
 

「中期プログラム」の別添工程表で示された諸課題のうち2011年度までに実施する重要事項

 共 通  

・ 社会保障番号・カード（仮称）を2011年度中を目途に導入する。それに向け、省庁横断

的な検討や実証実験の結果を踏まえた制度設計を行う。 

・ あわせて、番号・カードを活用した社会保障サービスの向上・創設の検討を行う。 

医療・介護 

（医 療） 

・ 地域医療再生のため、５年間程度の基金を都道府県に設置し、地域全体での連携の下、

計画に従って、以下の事業を地域の実情に応じて実施して、地域医療再生・強化を図る。

（平成21年度第１次補正予算） 

－ 医療機能連携のための施設・ＩＴ基盤の整備 

－ 医療機関の役割分担・機能分化の推進 

－ 大学病院等と連携した医師派遣機能の強化 

－ 医師事務作業補助者の配置 等 

・ 2013年度からの都道府県医療計画の改定に向け、急性期医療の新たな指針を作成する。

・ 2010年度に見込まれる診療報酬改定において、「選択と集中」の考え方に基づき、診療

報酬の配分の見直しを行うとともに、救急、産科等の体制強化などの方策を検討する44。

・ 地域間、診療科間、病院・診療所間の医師の偏在を是正するための効果的な方策及び医

師等人材確保対策を講ずる。 

・ 看護師等の専門性を更に高めるとともに、医師と看護師等との役割分担が可能な行為を

一層明示・普及し、業務範囲と責任の所在を明確にしつつ、チーム医療・役割分担を積

極的に推進する。 

・ 医療新技術に対応するための革新的医薬品等の開発支援を行う。（平成21年度第１次補

正予算） 

－ がん、小児等の未承認薬等の開発支援、審査の迅速化を図る。 

－ 新型インフルエンザ対策のため、全国民分のワクチン開発・生産期間を大幅に短

縮する体制（現在１年半～２年→約半年）を５年以内に整備する。 

・ 後発医薬品の使用促進等、医療の効率化を進める。 

・ 「規制改革推進のための３か年計画（再改定）」を踏まえ、2011年度当初までのレセプ

トの原則完全オンライン化を進める。 

                                            
44 診療報酬点数の設定に関しては、社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において策定される「診

療報酬改定の基本方針」に基づき、中央社会保険医療協議会への諮問・答申を経て行われる。 
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（介 護） 

・ デイサービスセンター等を併設した公的賃貸住宅の整備などを進める。 

・ 特別養護老人ホーム、老人保健施設、認知症高齢者グループホーム等の緊急整備を進め

る。（平成21年度第１次補正予算） 

・ 2009年度のプラス3.0％の介護報酬改定による介護従事者の処遇改善を図る。 

・ 介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対し助成を行う。（平成21年度第１次補正予算）

・ 介護経験のない離職者等に対する職業訓練、潜在的有資格者の再就職支援、現に働く介

護人材の資格取得等のキャリアアップ支援などを行う。（平成21年度第１次補正予算）

・ 2009年度の介護報酬改定の事後検証も踏まえ、介護報酬の在り方について、望ましい地

域包括ケアの観点から検討を進める。 

（医療と介護の連携） 

・ 医療と介護が連携したサービスを提供するための診療報酬と介護報酬の同時改定（2012

年度見込）に向けた検討を進める。 

少子化対策 

・ これから子どもを産み育てることを望むあらゆる世帯に対応した新しい子育て支援制

度の在り方の検討を進め、税制改革の動向を踏まえつつ、必要な法制上の整備を図る。

・ 「安心こども基金」（2010年度まで）等により、保育所・放課後児童クラブの整備、家

庭的保育、小規模保育など保育サービスの提供手段の多様化・供給拡大を進めるととも

に、放課後子どもプランを推進する。 

・ 一時預かりサービスの利用助成と普及、地域子育て支援拠点等の基盤整備など、すべて

の子ども・家庭を対象とする子育て支援サービスの整備を進める。（平成21年度第１次

補正予算） 

・ 社会的養護等の特別の支援を必要とする子ども達等へのサービスを拡充する。（平成21

年度第１次補正予算） 

・ 妊婦健診への公費負担を通常必要とされる14回程度まで拡充する。（平成20年度第２次

補正予算45） 

・ 「仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）憲章」及びその「行動指針」に基づい

た取組を推進する。 

・ 「育児・介護休業法」46の改正及び「次世代育成支援対策推進法」47の改正を踏まえ、

企業における仕事と家庭の両立を進める。 

・ これらの取組を踏まえつつ、年内を目途に新しい「少子化社会対策大綱」を策定する。

 

                                            
45 「平成 20年度補正予算（第２号）」（平成 21年１月 27日） 
46 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号） 
47 「次世代育成支援対策推進法」（平成 15年法律第 120号） 
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別紙２  

 

「中期プログラム」の別添工程表で示された諸課題への対応策の具体化 

 

 
2010年代半ばに向けた取組の方向 

左記実現のために税制抜本改革を 

実施する前に具体案を検討すべき事項

年 金 ･ 低年金・無年金者対策の推進 

･ 在職老齢年金制度の見直し 

･ 育児期間中の保険料免除 など 

･ 保険料免除制度の見直し、受給資格

期間の見直し、厚生年金適用拡大、

保険料追納の弾力化 

･ 就労する高齢者への年金支給停止の

在り方 

･ 育児期間中の保険料免除の対象者の

範囲 

医療・介護 （医療） 

･ 急性期医療の機能強化、在宅医療等

地域で支える医療・地域連携の強化

･ 医師と看護師等との役割分担の推進

･ 新技術、効率化への対応 など 

（介護） 

･ 介護サービス基盤の強化、地域包括

ケアの実現 

･ 介護従事者の確保・定着支援 など

･ 2015年における、急性期医療の職員

配置、医療・介護のマンパワー数、

機能別の病床数、救命救急センター

数、ＩＣＵベッド数、平均在院日数、

一人当たり病院医師の業務量減、居

宅サービス・介護保険施設等の介護

サービスの量、などの目標（「医療・

介護サービス・人材整備目標」） 

少子化対策 ･ これから子どもを産み育てることを

望むあらゆる世帯に対応した新しい

子育て支援制度の導入と、その下で

の給付・サービスの抜本的拡充 

･ すべての子ども・家庭を対象とする

一時預かりサービスの充実や地域子

育て支援拠点の整備 など 

 

･ 2015年における、保育所・家庭的保

育・企業内保育所・認定こども園の

定数、保育士数、放課後児童クラブ

数、一時預かりサービス拠点数、地

域子育て支援拠点数、などの目標

（「子育てサービス・人材整備目標」）
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持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた 

「中期プログラム」 

平成20年12月24日

閣 議 決 定

平成21年６月23日

一 部 改 正

Ⅰ．景気回復のための取組

(1) 世界経済の混乱から国民生活を守り、2008 年度を含む３年以内の

景気回復を最優先で図る。このため、政府･与党においては、景気回

復期間中に、減税措置及び定額給付金を税制抜本改革を前提に時限

的に行うことを含め、累次の景気対策（安心実現のための緊急総合

対策、生活対策、生活防衛のための緊急対策及び経済危機対策）を

着実に実施する。特に、景気後退の影響が大きい雇用、企業の資金

繰り、生活者支援等の面で、様々な政策手段を適切に活用しながら、

最大限の努力を傾注する。また、政府は日本銀行と一体となって適

切な経済運営に万全を期す。 

(2) あわせて、世界の潮流変化を先取りした経済成長の実現に向け、

日本の底力を最大限に発揮させる「未来開拓戦略」等を推進する。 

Ⅱ．国民の安心強化のための社会保障安定財源の確保

安心強化の３原則 

原則１．中福祉・中負担の社会を目指す。 

原則２．安心強化と財源確保の同時進行を行う。 

原則３．安心と責任のバランスの取れた安定財源の確保を図る。 

１．堅固で持続可能な「中福祉・中負担」の社会保障制度の構築

急速に進む少子・高齢化の下で国民の安心を確かなものとするため、

我が国の社会保障制度が直面する下記の２つの課題に同時に取り組み、

1
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堅固で持続可能な「中福祉・中負担」の社会保障制度を構築する。 

(1) 「社会保障国民会議最終報告」（2008 年 11 月 4 日）などで指摘さ

れる社会保障制度の諸問題や「中福祉」のほころびに適切に対応し、 

その機能強化と効率化を図ることにより、国民の安心につながる質 

の高い「中福祉」を実現する。 

(2) 社会保障制度の財源（保険料負担、公費負担及び利用者負担）の

うち、公費負担については、現在、その３分の１程度を将来世代へ

のつけまわし（公債）に依存しながら賄っている。こうした現状を

改め、必要な給付に見合った税負担を国民全体に広く薄く求めるこ

とを通じて安定財源を確保することにより、堅固で持続可能な「中

福祉・中負担」の社会保障制度を構築する。 

２．安心強化と財源確保の同時進行

国民の安心強化と持続可能で質の高い「中福祉」の実現に向けて、

年金、医療及び介護の社会保障給付や少子化対策について、基礎年金

の最低保障機能の強化、医療・介護の体制の充実、子育て支援の給付・

サービスの強化など機能強化と効率化を図る。このため、別添の工程

表で示された改革の諸課題を軸に制度改正の時期も踏まえて検討を進

め、確立・制度化に必要な費用について安定財源を確保した上で、段

階的に内容の具体化を図る。 

３．安心と責任のバランスの取れた財源確保

(1) 社会保障安定財源については、給付に見合った負担という視点及 

び国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に 

分かち合う観点から、消費税を主要な財源として確保する。これは 

税制抜本改革の一環として実現する。 

(2) この際、国・地方を通じた年金、医療、介護の社会保障給付及び

少子化対策に要する公費負担の費用について、その全額を国・地方

の安定財源によって賄うことを理想とし、目的とする。 

このため、2010 年代半ばにおいては、基礎年金国庫負担割合の２
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分の１への引上げに要する費用をはじめ、上記２．に示した改革の

確立・制度化及び基礎年金、老人医療、介護に係る社会保障給付に

必要な公費負担の費用を、消費税を主要な財源として安定的に賄う

ことにより、現世代の安心確保と将来世代への責任のバランスを取

りながら、国・地方の安定財源の確保への第一歩とする。 

具体的には、上記の社会保障給付及び少子化対策に要する費用の

状況や将来見通し、財政健全化の状況等を踏まえて、税制の抜本改

革法案の提出時期までに、その実施方法と合わせて決定する。 

Ⅲ．税制抜本改革の全体像

経済状況の好転後に実施する税制抜本改革の３原則 

原則１．多年度にわたる増減税を法律において一体的に決定し、そ

れぞれの実施時期を明示しつつ、段階的に実行する。 

原則２．潜在成長率の発揮が見込まれる段階に達しているかなどを

判断基準とし、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる

仕組みとする。 

原則３．消費税収は、確立・制度化した社会保障の費用に充てるこ

とにより、すべて国民に還元し、官の肥大化には使わない。

１．税制抜本改革の道筋

(1) 基礎年金国庫負担割合の２分の１への引上げのための財源措置や

年金、医療及び介護の社会保障給付や少子化対策に要する費用の見

通しを踏まえつつ、2008 年度を含む３年以内の景気回復に向けた集

中的な取組により経済状況を好転させることを前提に、消費税を含

む税制抜本改革を 2011 年度より実施できるよう、必要な法制上の措

置をあらかじめ講じ、2010 年代半ばまでに段階的に行って持続可能

な財政構造を確立する。なお、改革の実施に当たっては、景気回復

過程の状況と国際経済の動向等を見極め、潜在成長率の発揮が見込

まれる段階に達しているかなどを判断基準とし、予期せざる経済変

動にも柔軟に対応できる仕組みとする。 
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(2) 消費税収が充てられる社会保障の費用は、その他の予算とは厳密

に区分経理し、予算・決算において消費税収と社会保障費用の対応

関係を明示する。具体的には、消費税の全税収を確立・制度化した

年金、医療及び介護の社会保障給付及び少子化対策の費用に充てる

ことにより、消費税収はすべて国民に還元し、官の肥大化には使わ

ない。 

２．税制抜本改革の基本的方向性

社会保障の安定財源確保を始め、社会における様々な格差の是正、

経済の成長力の強化、税制のグリーン化など我が国が直面する課題に

整合的かつ計画的に対応するため、下記の基本的方向性により更に検

討を進め、具体化を図る。 

(1) 個人所得課税については、格差の是正や所得再分配機能の回復の

観点から、各種控除や税率構造を見直す。最高税率や給与所得控除

の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給

付付き税額控除の検討を含む歳出面も合わせた総合的取組の中で子

育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討する。金融所

得課税の一体化を更に推進する。 

(2) 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化

の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、

課税ベースの拡大とともに、法人実効税率の引下げを検討する。 

(3) 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを

明らかにする観点から、消費税の全額がいわゆる確立・制度化され

た年金、医療及び介護の社会保障給付と少子化対策に充てられるこ

とを予算・決算において明確化した上で、消費税の税率を検討する。

その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等総合的な

取組みを行うことにより低所得者の配慮について検討する。 

(4) 自動車関係諸税については、税制の簡素化を図るとともに、厳し

い財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び

暫定税率を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討

する。 
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(5) 資産課税については、格差の固定化防止、老後扶養の社会化の進

展への対処等の観点から、相続税の課税ベースや税率構造等を見直

し、負担の適正化を検討する。 

(6) 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上と課税

の適正化を図る。 

(7) 地方税制については、地方分権の推進と、国・地方を通じた社会

保障制度の安定財源確保の観点から、地方消費税の充実を検討する

とともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在

性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進める。 

(8) 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化を推進する。

Ⅳ．今後の歳出改革の在り方

歳出改革の原則 

原則１．税制抜本改革の実現のためには不断の行政改革の推進と無

駄排除の徹底の継続を大前提とする。 

原則２．経済状況好転までの期間においては、財政規律を維持しつ

つ、経済情勢を踏まえ、状況に応じて果断な対応を機動的

かつ弾力的に行う。 

原則３．経済状況好転後においては、社会保障の安定財源確保を図

る中、厳格な財政規律を確保していく。 

(1) 経済状況が好転するまでの期間においては、景気回復と財政健全化

の両立を図る観点から、財政規律を維持しつつ、経済情勢を踏まえて、

状況に応じて果断な対応を機動的かつ弾力的に行う。 

(2) 経済状況が好転した以降においては、社会保障の安定財源確保に向

けて消費税を含む税制抜本改革を実行していく中、景気の後退により

悪化した財政を建て直すべく、厳格な財政規律を確保していく。 

具体的には、国・地方を通じ、社会保障、非社会保障の各部門につ

いて、以下の基本的方針の下にたゆまざる改革を実行することとする。
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（社会保障部門） 

・「中福祉」に見合ったサービス水準を確保するべく、安定財源の確

保と並行して社会保障の機能強化を図るとともに、コスト縮減、給

付の重点化等の効率化を進める。 

（非社会保障部門） 

・非社会保障部門全体として、国民のニーズ等の変化を踏まえつつ、

規模を拡大しないことを基本とし、効果的・効率的な公共サービス

の提供を進める。 

Ⅴ．中期プログラムの準備と実行

準備と実行に関する原則 

原則１．経済好転後の速やかな施行のために、税制抜本改革の実 

施時期に先立ち、制度的準備を整える。 

原則２．国民の理解を得ながら「中期プログラム」を確実に実行 

するため、税制抜本改革の道筋を立法上明らかにする。 

(1) 経済好転後の税制抜本改革等の速やかな施行のために、その実施時

期に先立ち、改革の内容の具体化を進めるとともに、法案その他の制

度的準備を整える。政府においては、経済財政諮問会議や政府税制調

査会などで行われる議論も踏まえつつ、関係省庁が連携してそのため

の検討に着手する。 

(2) 2009 年度（平成 21 年度）の税制改正に関する法律の附則において、

前記の税制抜本改革の道筋及び基本的方向性を立法上明らかにする。

（「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 21 年法律第 13 号）にお

いて措置済み） 

(3) 基礎年金国庫負担割合の２分の１への引上げについては、2004 年

（平成 16 年）年金改正法に沿って、前記の税制抜本改革により所要の

安定財源を確保した上で、恒久化する。2009 年度及び 2010 年度の２

年間は、臨時の財源を手当てすることにより、基礎年金国庫負担割合

を２分の１とする。なお、Ⅲ.１.(1)における「予期せざる経済変動」

に対応する場合には、それまでの間についても、臨時の財源を手当て
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することにより、基礎年金国庫負担割合を２分の１とする措置を講ず

るものとする。 

(4) 「経済危機対策」及び関連補正予算において時限的に講じられた社

会保障の機能強化の措置のその後の対応については、「経済財政改革の

基本方針 2009」における社会保障の機能強化の必要性の観点等を踏ま

えつつ、財源確保と併せて検討する。 

（了） 
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社会保障
国民会議昀終

社会保障の機能強化の工程表 
「社会保障国民会議中間報告」及び「同会
議昀終報告」に描かれた姿を基に作成

連携
体系的見直し

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 （～2025）

年

金

医

療

・
介

護

少
子
化
対
策

財政検証 財政検証

診療報酬改定 診療報酬改定

基礎年金の昀低
保障機能強化

社会の構造変化
に対する対応

介護報酬改定

（医 療）

（介 護）

基礎年金国庫負
担割合2分の1の
実現

報告に基づく
機能強化の課題

急性期医療の機
能強化

介護従事者の確
保と処遇改善

居住系サービス
拡充と在宅介護
の強化

介護報酬改定

医師等人材確保
対策

仕事と子育ての
両立を支える
サービスの質と
量の確保

すべての家庭に
対する子育て支
援の強化

子育て支援サー
ビスを一元的に
提供する新たな
制度体系の構築

○すべての子ども・子育て家庭に必要な給付・サービスを保
障

・ 休業中 ―所得保障（出産前後の継続就業率 55%）
・ 働きに出る場合 ―保育サービス（ 3歳未満児保育利用
率38～44%）〈フランス、スウェーデン並み〉
→ 両給付は統合又は選択・併用可能に（シームレス化）

・ 働いていない場合 ―月 20時間程度の一時預かりの利
用を支援

・ 学齢児―放課後児童クラブ（低学年利用率 60%）
→ 「小１の壁」の解消

新制度体系
スタート

・ 低年金・無年金者対策の推進

（保険料免除制度の見直し、受給資格期間の見直し、厚生年金適用拡大、保険料追納の弾力化）
・ 在職老齢年金制度の見直し等（→ 高齢者の就労に配慮した検討・実施）
・ 育児期間中の保険料免除（→ 他の少子化対策と歩調を合わせて検討・実施） など

制度設計・検討 法 改 正 、 順 次 実 施

（新）都道府県医療計画（ 2013～17の5か年）
救急を含む急性期医療の新たな指針の作成

臨床研修の見直し・医師と看護師等との
役割分担の推進（制度的対応）

医師養成数の増加 （従事医師数の増加）

第4期介護計画（ 2009～11の3か年） 第5期介護計画（ 2012～14の3か年）

基本方針の策定

・ 専門性等のキャリアアップ、夜勤・看護体制の充
実等の評価を通じた介護従事者の処遇改善と
確保 など

・ 救急・産科等の体制強化
・ 養成数、臨床研修、役割分担の見直し等の制度的
対応による人材確保 など

・ 急性期の機能分化推進
・ 地域包括ケアの推進と在宅医療の強
化・充実 など

・ 医療との連携強化
・ グループホーム等居住系サービスの拡充
・ 24時間対応の強化等在宅介護の強化・充実

など

介護事業所の雇用管理の改善、介護従事者の定着支援、潜在的有資格者の再就職支援等

「安心子ども
基金」の設置

「生活対策」、「 5つの安心プ
ラン」に基づくサービス基盤
整備（2008～10）

新たな制度体系の創設
をにらんだサービス基盤
緊急整備

新たな制度体系の下での
給付・サービスの整備

新制度へのステップとなる制度改正

新たな制度体系の制度設計の検討 法制化

・ 「安心こども基金」による保育
サービスの集中重点整備
・ 放課後児童クラブの緊急整備
・ 妊婦健診公費負担の拡充など

「安心子ども基金」の設置 ・保育所整備に加え、保育サー ビス
提供手段の多様化（家庭的保育、小
規模保育等）、供給拡大
・ 一時預かりの利用助成と普及
・ 訪問支援事業や地域子育て支援
拠点の基盤整備 など

実 現

・ 児童福祉法、次世代法の改正

・ 育児・介護休業法の見直し

＋3%改定 

2015年の姿

○居住系サービスの拡充、 24時間対応、
小規模多機能サービス充実による在宅
サービスの整備・機能強化

○重度化対応、看取り機能、個室化・ユ
ニット化等の施設機能の強化 

2015年の姿

○安心して出産できる体制

○救急患者の受入れ、早期回復

○社会復帰できる体制の構築 

2015年の姿

（現行）都道府県医療計画（ 2008～12の5か年）

レセプトの段階的なオンライン
請求への切替え

診療報酬改定

介護報酬改定

共
通

社会保障番号・
カードの導入

社会保障カード（仮称）の実現に向けた
環境整備（実証実験の実施等） → 2011年度中を目途とした導入

レセプトオンライン化の完全実施
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国家戦略室の設置に関する規則 

 

平成 21 年９月 18 日  

内閣総理大臣決定  

 

（設置及び任務） 

第１条 内閣官房に、税財政の骨格、経済運営の基本方針その他内閣の重要

政策に関する基本的な方針等のうち内閣総理大臣から特に命ぜられたもの

に関する企画及び立案並びに総合調整を行うため、当分の間、国家戦略室

（以下「戦略室」という。）を置く。 

 （組織） 

第２条 戦略室に、室長その他所要の室員を置く。 

２ 室長は、戦略室の事務を掌理する。 

３ 室員は、非常勤とすることができる。 

（政策参与） 

第３条 戦略室に、政策参与を置くことができる。 

２ 政策参与は、命を受け、戦略室の所掌に係る専門的事項について意見を

具申する。 

３ 政策参与は、非常勤とする。 

（補則） 

第４条 この規則に定めるもののほか、戦略室の内部組織に関し必要な事項

は、室長が定める。 

   附 則 

 この規則は、平成 21 年９月 18 日から実施する。 
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